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序　　文序　　文序　　文序　　文序　　文

　ミャンマ－連邦は、感染症が死因および疾患の上位を占め、保健省も第三次国家保健計画にお

いて各感染症のプライオリティーを高め、優先的に取り組んでいます。そのなかで、ハンセン病

については、患者数が世界で五指に入る多発国となっています。

　ハンセン病対策の基礎保健サービスへの一部統合化や多剤療法の試行的な導入により、ある程

度有病率は低下しましたが、新患登録数が減少せず、早期発見が適切になされておらず、またハ

ンセン病患者のケア・リハビリテーションも不十分な状況です。その折、平成10年10月に感染症

基礎調査団が派遣され、ハンセン病対策を中心とした技術協力の必要性が指摘されました。この

ような背景のもと、ミャンマー連邦政府はハンセン病を中心とした感染症対策の強化と、住民に

直接保健サービスを提供するスタッフの訓練を中心とした基礎保健サービスの強化を目的とした

プロジェクト方式技術協力を要請してきました。

　これを受けて、国際協力事業団は、プロジェクト方式技術協力による同プロジェクト実施の可

能性について調査すべく、平成11年７月21日から同年８月５日まで国立国際医療センター国際医

療協力局長田中喜代史氏を団長として事前調査団を派遣しました。

　本報告書は、同調査団の調査結果を取りまとめたものです。ここに本件調査にご協力いただき

ました関係各位に対しまして、深甚なる謝意を表しますとともに、本プロジェクト実施に向けて、

今後ともご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

　平成11年９月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
理事　理事　理事　理事　理事　阿阿阿阿阿     部部部部部          英英英英英     樹樹樹樹樹













目　　次目　　次目　　次目　　次目　　次

序　文

写　真

地　図

１．事前調査団派遣 ------------------------------------------------------------- 　1

　１－１　調査団派遣の経緯と目的 ----------------------------------------------- 　1

　１－２　調査団の構成 --------------------------------------------------------- 　1

　１－３　調査日程 ------------------------------------------------------------- 　2

　１－４　主要面談者 ----------------------------------------------------------- 　3

２．総　括 --------------------------------------------------------------------- 　5

３．要請の背景 ----------------------------------------------------------------- 　6

４．ハンセン病分野の現状と問題点、提言・留意事項 ------------------------------- 　7

　４－１　ハンセン病対策分野 --------------------------------------------------- 　7

　４－２　ハンセン病医療分野 --------------------------------------------------- 　8

５．要請の内容 -----------------------------------------------------------------  10

６．日本の他の協力との関連 -----------------------------------------------------  12

７．第三国（国際機関との関係）との協力関係 -------------------------------------  13

８．PCMワークショプ-----------------------------------------------------------  20

　８－１　PCMワークショップ実施記録 ------------------------------------------  20

　８－２　各分析の重要ポイントと成果品 -----------------------------------------  22

　８－３　ワークショップの評価 -------------------------------------------------  27

　８－４　プロジェクト実施に向けての今後の課題（PCM関連事項） ----------------  29



９．プロジェクト実施計画 -------------------------------------------------------  41

　９－１　協力の方針 -----------------------------------------------------------  41

　９－２　実施計画概要 ---------------------------------------------------------  41

10．相手国のプロジェクト実施体制 -----------------------------------------------  50

　10－１　実施機関の組織および事業内容 -----------------------------------------  50

　10－２　プロジェクトの組織および関係機関との組織関連 -------------------------  51

　10－３　プロジェクトの予算措置 -----------------------------------------------  52

　10－４　建物、施設等計画 -----------------------------------------------------  54

　10－５　カウンターパートの配置計画 -------------------------------------------  54

　10－６　政府関係機関の支援体制 -----------------------------------------------  54

11．プロジェクト協力の基本計画 -------------------------------------------------  56

　11－１　協力の方針 -----------------------------------------------------------  56

　11－２　協力の範囲および内容 -------------------------------------------------  57

　11－３　専門家派遣計画 -------------------------------------------------------  59

　11－４　研修員受入れ計画 -----------------------------------------------------  60

　11－５　資機材供与計画 -------------------------------------------------------  60

12．相手国側との協議結果 -------------------------------------------------------  61

13．技術協力の妥当性 -----------------------------------------------------------  64

14．協力実施にあたっての留意事項 -----------------------------------------------  66

附属資料

　①　協議議事録（ミニッツ） ---------------------------------------------------  69

　②　プロジェクトの要請内容 ---------------------------------------------------  82

　③　ハンセン病対策資料（ミャンマー保健省） -----------------------------------  87



－1－

１．事前調査団派遣１．事前調査団派遣１．事前調査団派遣１．事前調査団派遣１．事前調査団派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　ミャンマー連邦（以下、ミャンマー）は、感染症が死因および疾患の上位を占め、保健省も第三

次国家保健計画において各感染症のプライオリティーを高め、優先的に取り組んでいる。そのなか

で、ハンセン病については、患者数が世界で五指に入る多発国となっている。

　同国では、1950年代初頭からWHOの指導を受けてハンセン病対策に取り組み、ハンセン病対策の

ための専門スタッフが養成され組織化されていたが、1977年から基礎保健サービス（Basic Health

Service）のなかに統合された。従来ハンセン病だけをターゲットにして活動してきた専門スタッ

フと全般の一次医療サービスを行うスタッフとが共存する形となったなかで、ハンセン病の多剤療

法（MDT）が試行的に導入され、1991年には全国に広げられていった。その成果としてある程度の

有病率の低下がみられたものの、非専門スタッフによる患者発見能力には限界があるため新患登録

数の減少がみられない。また、ハンセン病の治療には早期発見が重要であるが、それが適切になさ

れている状況ではなく、またハンセン病患者のケア・リハビリテーションも不十分である。1998年

10月に感染症基礎調査団が派遣され、ハンセン病対策を中心とした技術協力の必要性が指摘され

た。

　このような背景のもと、ミャンマー政府はハンセン病を中心とした感染症対策の強化と、住民に

直接保健サービスを提供するスタッフの訓練を中心とした基礎保健サービスの強化を目的としたプ

ロジェクト方式技術協力を要請してきた。

　本要請を受けて、同国側の要請内容と実施体制および協力実施計画を調査・協議することを目的

として、事前調査団を1999年７月21日から同年８月５日まで派遣した。

１－２　調査団の構成

　　　担　　当  氏　　名 　　　　　所　　　　　属

団長　総　　括 田中喜代史 国立国際医療センター国際医療協力局長

団員　ハンセン病対策 江川　勝士 国立駿河療養所長

団員　ハンセン病医療 牧野　正直 国立療養所邑久光明園長

団員　感染症対策 疋田　和生 国立国際医療センター国際医療協力局派遣協力課医師

団員　協力計画 伊藤　賢一 国際協力事業団医療協力部医療協力第一課職員

団員　参加型計画手法 笹尾隆二郎 アイ・シー・ネット株式会社

コンサルティング部シニアアナリスト
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１－３　調査日程

日順 月　日 曜日 移　動　お　よ　び　業　務
１ ７／21 水 移動　 関西空港→ヤンゴン（NH-951、疋田・笹尾団員）
２ ７／22 木 10:00　JICA事務所打合せ

14:00　海外経済関係省表敬
15:00　保健省表敬

３ ７／23 金 11:00　保健省で協議
14:00　プロジェクトサイクルマネジメント（PCM）プレワークショプ

４ ７／24 土 資料整理
５ ７／25 日 移動　 関西空港→ヤンゴン（NH-951、田中団長・江川・牧野・伊藤団員）
６ ７／26 月 10:00　JICA事務所表敬

10:45　日本大使館表敬
15:00　保健省表敬

７ ７／27 火 移動　 6:30　ヤンゴン→マンダレー
10:30　イエナタ国立ハンセン病病院視察
14:30　マダヤタウンシップ病院視察
15:30　ルーラルヘルスセンター視察

８ ７／28 水  7:00　マンダレー総合病院特殊皮膚科外来視察
移動　 9:30　マンダレー→ヤンゴン
14:00　ヤンゴン総合病院特殊皮膚科外来研修室で PCMワークショップ
　　　（開会、PCM手法説明、参加者分析、問題分析）

９ ７／29 木  9:00　PCMワークショップ（問題分析、目的分析）
10 ７／30 金  9:00　PCMワークショップ（プロジェクト方式技術協力説明、代替分析、

　　　 プロジェクトの要約および指標作成）
11 ７／31 土 資料整理
12 ８／１ 日 資料整理
13 ８／２ 月 10:00　保健省とのプロジェクトデザインマトリックス（PDM）についての

　　　 協議（PCMワークショップ）
14:00　保健大臣表敬
15:30　保健省とのミニッツ案協議

14 ８／３ 火  9:30　保健省と PDMおよびミニッツ案最終協議、ヤンゴン総合病院視察
15 ８／４ 水 11:30　ミニッツ署名・交換

移動　 19:30　ヤンゴン→
16 ８／５ 木 　　　　6:30　関西空港（NH-952）

　　　　8:30　関西空港→羽田（NH-142、田中団長・江川・疋田・笹尾・
　　　　　　　伊藤団員）
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１－４　主要面談者

(1) ミャンマー側関係者

１）保健省

　Major General Ket Sein Minister

　Dr. Wann Maung Director General, Department of Health

　Dr. Ohn Kyaw Director, International Health Division

　Dr. Soe Aung* Director, Disease Control, Department of Health

　Dr. Hla Pe Director, Public Health, Department of Health

　Dr. Kyaw Nyunt Sein* Deputy Director, Leprosy, Department of Health

　Dr. Kyaw Sein Regional Leprosy Officer, Mandalay Division

　Dr. Nyunt Hlang* Medical Superintendent, Yenanthar Leprosy Hospital

　Dr. Kyaw Myint** Assistant Director, Leprosy Control, Department of Health

　Dr. Than Htein Win** Assistant Director, EPI Project, Epidemiology Unit,

Department of Health

　Dr. Peter Nay Win** Team Leader, Leprosy Control, Thanlyin Zone

　Dr. Htun Lin** Medical Officer, Leprosy Control, Department of Health

　Dr. Oke Soe** Medical Officer, Leprosy Control, Department of Health

　Dr. Kyaw Zay Ya** Medical Officer, Ministry of Health

　Dr. Maung Maung Gyi** WHO National Consultant (Former Medical

Superintendent)

　Dr. Myo Tint Hton Civil Assistant Surgeon, Yenanthar Leprosy Hospital

　Dr. Hla Mar Lar - ditto -

　Dr. Zin Thaung - ditto -

　Dr. Myat Thida - ditto -

　Dr. Soe Lwin Nyein* Deputy Divisional Health Director, Sagaing

　Dr. Tin Aung* Regional Leprosy Officer, Region 3(Sagaing)

　Dr. Htay Aung* Team Leader, Leprosy, Mandalay Zone

　Dr. Tin Tun Aung* Medical Officer, Foreign Relation

　Dr. Htin Lin* Township Medical Officer, Chauk Township

　U Khin Zaw* Leprosy Inspector, Minbu Zone

　U Chit Maung* Health Assistant, Sadaung Rural Health Center, Sagaing

　Daw Rose* Ward Sister, Yananthar Leprosy Hospital, Madaya

　Daw Kaung* Lady Health Visitor, Kyar Kan Rural Health Center
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　Daw Khin Swe Than* Midwife, Sadaung Rural Health Center, Sagaing

　（＊はPCMワークショップ参加者、＊＊はPCMワークショップオブザーバー）

(2) 日本側関係者

１）在ミャンマー日本国大使館

　朝海　和夫 大使

　加茂　佳彦 公使

　伊藤　直樹 参事官

　橋本　雅道 二等書記官

２）JICAミャンマー事務所

　吉田　　丘 所長

　横森　健治 企画調査員
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２．総　括２．総　括２．総　括２．総　括２．総　括

　本事前調査団の目的は、ミャンマー政府からハンセン病を中心とした感染症対策および住民へ

直接保健サービスを提供するスタッフの訓練による基礎保健サービスの強化を目的としたプロジェ

クト方式技術協力の要請を受け、同プロジェクト実施の可能性を探るということであった。

　1999年７月21日から８月５日の日程でミャンマーを訪問し、主としてPCMワークショップを通

し、関係者との意見交換を行い、プロジェクトについての合意、共通の認識化を図った。同ワー

クショップにおいてはプロジェクトの上位目標、プロジェクト目標、成果、活動をまとめ、関係

者との協議を行ったうえ、別項で述べるプロジェクトの概要としてまとめた。

　また、予定するプロジェクトのなかで重要な役割を果たすこととなるであろう国立ハンセン病

病院、タウンシップ病院（Township Hospital）、ルーラルヘルスセンター（Rural Health

Center: RHC）およびマンダレーとヤンゴンの総合病院特殊皮膚科外来（Special Skin Clinic）

の視察も行った。

　今回の調査を通じて、中央政府、地方政府ともに疾病対策、とりわけハンセン病のしっかりし

た組織体制が整備されていることが認められた。このことからハンセン病対策に関しては責任者、

指令系統がはっきりしており、スムーズなプロジェクトの進行が期待できるといえる。

　一方、タウンシップ病院やミッドワイフ（助産婦。日本でいう助産婦とは異なり、一次医療サー

ビスを担っている）の活動を支援する行政組織は疾病対策とは異なるため、今後どのように連携

していくか、責任体制、指導系統をどのようにするか等により、プロジェクトに取り入れる基礎

保健サービスへの技術協力の内容が決まっていくものと思われる。これらは引き続き派遣される

短期調査で明らかにしていく必要がある。

　国立ハンセン病病院、ヤンゴン、マンダレーの特殊皮膚科外来などについては、医療機器の更

新、整備すべきものなどの問題もあると思われるが、この点についても短期調査で明らかにされ

ると考えている。

　その他の問題点としては、今回はミャンマーの交通・通信事情などから、JICA専門家の事務

所、住居、技術協力の対象地域などについて現地視察を行うことができなかったということがあ

げられるが、これらについても短期調査に期待したい。

　ミャンマーは他の途上国と同様に財政力については厳しいものがあり、解決すべき問題は多く

あるが、政府組織や問題解決に取り組む熱意は強力であり、わが国とミャンマーの相互の理解を

十分図ることにより、本プロジェクトは大きな成果をあげ得るものと思われた。
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３．要請の背景３．要請の背景３．要請の背景３．要請の背景３．要請の背景

　ミャンマーは、感染症が死因および疾患の上位を占め、保健省も第三次国家保健計画において

各感染症のプライオリティーを高め、優先的に取り組んでいる。そのなかで、ハンセン病につい

ては、患者数が世界で五指に入る多発国となっている。

　WHOの協力のもと、ハンセン病専門スタッフと一次医療サービススタッフとが共存する形でハ

ンセン病制圧活動が行われ、以下の成果をあげた。

(1) 登録罹患率が１万人対で53.4（1987年）から3.1（1998年）に減少した。

(2) 新患発見が効率的に行われるようになった（１万人対で年間8000から１万）。

(3) 治癒率の向上

(4) 多剤併用療法の推進

(5) 地域により多剤併用療法を100％実施しているところがある。

　しかし、いまだ課題として残されている点も多く、今後解決すべき点は概略以下のとおりであ

る。

(1) 罹患率が高い地域では、隠れている患者・新患を遅れることなく見つけ出し、ハンセン病

制圧の大事な活動を継続する必要がある。

(2) ハンセン病に感染した患者のうち障害をもつ人が多く、ミャンマーでは障害レベルG2の人

が30～50％を占めるという調査もある。

(3) 住民への啓発が十分ではない。

(4) 障害を予防する薬や機材が十分に供給されていない。

　このような課題・制限要因を克服するため、基礎保健サービス・専門サービスの充実、障害予

防のための資機材の改善、地域社会におけるリハビリテーションの実施、ハンセン病病院、外来

治療の向上が必要となっている。

　かかる背景のもと、同国政府はハンセン病を中心とした感染症対策の強化と、住民に直接保健

サービスを提供するスタッフの訓練を中心とした基礎保健サービスの強化を目的としたプロジェ

クト方式技術協力をわが国に正式に要請してきた。
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４．ハンセン病分野の現状と問題点、提言・留意事項４．ハンセン病分野の現状と問題点、提言・留意事項４．ハンセン病分野の現状と問題点、提言・留意事項４．ハンセン病分野の現状と問題点、提言・留意事項４．ハンセン病分野の現状と問題点、提言・留意事項

４－１　ハンセン病対策分野

(1) ミャンマーにおけるハンセン病対策の現状と問題点

　ある統計によると、人口10万当たりの医師数は2.95（日本169.9）、看護婦数は2.21（日本

639.5）であり、保健医療の基盤が弱いと思われる。国立ハンセン病療養所、タウンシップ病

院、特殊皮膚科外来などの施設を見た限り、施設、医療機器の整備状況は十分とはいえず、医

療スタッフは不足していると思われる。

　患者の受診率は通常低く、医療関係機関へのアクセスの困難さ、医療関係者の人手不足と、

住民側の、ハンセン病に対する無知と偏見に主な原因を求めることができよう。Leprosy

Elimination Campaign (LEC)による一時的な受診率の増加は、かなりの未受診患者があるこ

とを想像させる。

　PCMワークショップ、施設視察を通じて、保健局をはじめ、医療関係者のハンセン病撲滅

にかける熱意を強く感じた。

(2) 提言

　医療従事者の不足、医療施設数の少ないこと、医療関係機関等へのアクセスの困難さなど、

問題は山積している。当プロジェクトで可能なことは、現在ある資産の有効利用を促すことで

ある。したがって、まず、末端の保健医療の担い手である助産婦の教育が必要である。プライ

マリーケアが十分に行われるべきであり、これを目的とした教育が入念に行われなければなら

ない。さらに、上のレベルの医療従事者がプライマリーケアの有効性をはっきり意識し、効率

のよい診断治療のためのシステムを構築する必要がある。

　保健医療資産を有効に利用し、ハンセン病に対する偏見をなくすために、ハンセン病診療と

他部門の診療のインテグレーションが求められる。そのためには、レファラルシステムを強化

し、医療施設同士、診療部門同士、医療関係者同士の横のつながりを太くしなければならな

い。縦割り社会のこの国では特に意識的な努力が必要である。

　基本的な医療機器が不足しており、また有効利用されていないようである。新しい効率的な

医療機器の整備が急がれる。同時に、機器の利用と維持管理に習熟させなければならない。

　未受診の患者発見のために、いかなる形であれ強制があってはならない。偏見をますます強

くし、ひいてはハンセン病の診療に支障を来すことになる。まずは啓発を心がけるべきであ

る。
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４－２　ハンセン病医療分野

(1) ミャンマーにおけるハンセン病医療の現状と問題点

　ミャンマーに10日間程度滞在して、ハンセン病に関して次のような情報を得た。

①　ハンセン病に対する強い偏見の存在（ハンセン病に対する正しい医学的知識の普及の

必要性）

②　医療施設、医療機器の老朽化および絶対数の不足

③　ハンセン病医療従事者の絶対数の不足（特に医師および看護婦）

④　医薬品、医療用資材の不足

　①、②についてさらに詳述する。

１）ミャンマーには、ハンセン病にまだまだ強い社会的偏見が存在することがわかった。自

国で行われたLECの結果、かなりの数の患者が発見されている。このことは、まだまだ社

会の奥に隠れているcase（hidden case）が、予想以上にあるであろうことを示唆してい

る。これらの多くは、社会のもつ偏見のためになかなか表れてこない部分であろう。ま

た、２カ所の特殊皮膚科外来を視察したが、これも大変な場所にある。ヤンゴン特殊皮膚

科外来はヤンゴン総合病院の一角にあるが、その建物は最も古く暗い。マンダレーの方

は、さらにひどく、中心市街より離れた貧民街のなかにあり、ゴミ処理場の隣に位置して

おり、（正確かどうか疑問）前を流れる排水溝などはビニールが水中に無数に浮かび悪臭

を放っている。ミャンマーのハンセン病の専門家に聞いてみると予想どおり、ハンセン病

に対する施策は、感染症のなかでも最下位にランクづけされており、これに社会的偏見も

加わり、このような場所になるとのことであった。場所によっては死体処理場の隣にある

ところもあると語っていた。

２）国立ハンセン病病院、タウンシップ病院特殊皮膚科外来、ルーラルヘルスセンター

（RHC）など各種の施設を視察したが、どのレベルをとってみても貧しいのひと言に尽

きる。病院では、手術室を見たが、古い手術台と無影燈があるのみで手術用の器具も旧型

のものが少量あるのみである。そのような手術器具でも大切に使われていた。また一番驚

かされたのは、ほとんど滅菌機器がないことであった。シンメルによる煮沸消毒が主流

で、滅菌はほとんどされていなかった。

　ヤンゴン総合病院も視察したが、中央検査室に設置されている機器はほとんど20～30年

前の旧型のものであり、それをどうにか維持しながら使用している状態である。

(2) 提言・留意事項

　ハンセン病の医療協力を考える場合、世界的な傾向であるintegration（統合）を念頭に置
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く必要がある。これは、ハンセン病に対する偏見を払拭するうえで最もよい手段であると考え

られているからである。ヤンゴンとマンダレーにある特殊皮膚科外来の機能を強化し質を向上

させ、ハンセン病のレファラルセンター（refferal centre）として確実に機能させることも一

案であると思われる。以下のことを充実していく必要がある。

１）マンダレー市の特殊皮膚科外来

①　医師を常駐させること

②　検査として

　スキンスメアー（現在も可能である）、

　簡単な血液検査（たとえば簡単な肝機能検査や血球数のデータは投薬の経過をみた

うえでも必要である。）、

ができる程度には、最低限機能強化する必要がある。また、環境の整備も重要な課題

である。

２）ヤンゴン市の特殊皮膚科外来にミャンマーのレファラルセンターとしての機能をもたせ

る。

①　検査室の強化

　　肝機能検査

　　血液検査（マンダレー市と同様）

②　データ貯蓄用のコンピューター

③　データ保存用カメラ

④　顕微鏡写真のとれる装置

さらに上位目標として

①　蛍光顕微鏡

②　ELISA readerなど

　上記のものを設置し、一般検査ばかりでなく、少々研究的要素をも満たせるシステムの構

築が必要だと考える。
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５．要請の内容５．要請の内容５．要請の内容５．要請の内容５．要請の内容

ミャンマー政府からの要請は、以下を主たる内容とするものであった。

(1) 「主目的：ハンセン病専門スタッフと基礎保健サービス提供スタッフの技術向上のための

以下の活動」

①　基礎保健サービスの強化によるハンセン病制圧

②　ハンセン病患者のリハビリテーションと障害予防

③　助産婦の感染症対策技術とハンセン病専門スタッフの知識・技術向上

④　患者発見、直接監視下における短期化学療法（DOTS）、検査網の充実による結核対策

の強化

⑤　麻疹対策の強化

(2) 「具体的な目的」

①　基礎保健サービス提供スタッフの技術向上

・問題発見・解決、モニタリング・評価等のプログラム運営能力の向上

・正確な診断、合併症、障害予防等患者に対する治療・ケア能力の向上

・住民参加の促進

②　ハンセン病専門スタッフの技術向上

・疫学、プログラム運営手法、研究・リハビリテーション能力の向上

③　ハンセン病専門スタッフと基礎保健サービス提供スタッフのための機材供与

④　障害予防、リハビリテーション等の機材の支援

⑤　ハンセン病病院、特殊皮膚科外来の機能向上

(3) 「活動」

①　ハンセン病および結核・麻疹等、他の感染症の患者発見活動の技術支援

②　ハンセン病患者へのリハビリテーションへの技術支援

③　保健従事者への研修

④　タウンシップレベル、ヘルスセンター、ハンセン病専門チームの機材の改善

⑤　ヤンゴン・マンダレーのハンセン病／結核の病院、特殊皮膚科外来の機材の改善

⑥　麻疹ワクチン・コールドチェーン機材の供与

⑦　ハンセン病・麻疹の統合サーベイランスシステムの開発
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(4) 「プロジェクト・サイト」

　ハンセン病の流行している以下の地域（３管区内の48タウンシップ）

①　マグウェイ管区の25タウンシップ（すべてのタウンシップ）

②　南部サガイン管区の20タウンシップ

③　マンダレー管区の３タウンシップ

　要請書に基づきPCMワークショップの開催および先方との協議を行い、本プロジェクトを以下

のような目的とすることでおおむね合意を得た。

１）各レベルの人員（ハンセン病専門対策員、国立ハンセン病病院医療従事者、ヤンゴンおよ

びマンダレーの総合病院特殊皮膚科外来医療従事者、タウンシップ病院医療従事者、基礎保

健サービス従事者）の患者発見の実施能力が向上する。

２）各レベルの人員の治療の実施能力が向上する。

３）各レベルの人員の障害予防・リハビリテーションの実施能力が向上する。

４）基礎保健サービスに従事する人員の結核・麻疹のようなハンセン病以外の疾病対策の実施

能力が向上する。

５）中堅人員層のハンセン病対策プログラムの運営能力が向上する。

　すなわち、ハンセン病をテーマとした各レベルの人員研修を行い、あわせて他の患者について

も可能な範囲で結核・麻疹などの他疾病対策の研修を行うことで合意を得た。また、プロジェク

ト・サイトについては、短期調査員派遣時に要請サイトの研修実施場所の有無や専門家のアクセ

ス等を調査し選定したうえで、最終的に実施協議調査団で確定することとした。
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６．日本の他の協力との関連６．日本の他の協力との関連６．日本の他の協力との関連６．日本の他の協力との関連６．日本の他の協力との関連

(1) プロジェクト方式技術協力

　これまでにミャンマーに対し実施された保健医療分野のプロジェクト方式技術協力は次のと

おりである。

・ウイルス学研究所（1967.7～1973.3）

・歯科大学（1972.4～1977.3）

・感染症研究・対策（1980.4～1984.4）

・製薬研究開発センター（1981.7～1985.7）

・消化器病診断向上（1984.11～1988.10）

・消化器感染症研究（1986.3～1991.2）

(2) その他の技術協力

　近年のミャンマーに対するその他の保健医療分野の協力は次のとおりである。

１）単発専門家派遣

・ポリオ対策（１名、1996.12～1997.1および1997.11～1998.11）

・看護学（２名、1999.3.15～1999.3.23）

２）研修員受入れ

・ポリオ実験室診断（1997年、1998年各１名）

・看護学（1998年、１名）

３）機材供与

・感染症対策特別機材供与（ポリオワクチン、麻疹ワクチン等、1995年から現在まで）

・医療特別機材供与（安全キャビネット、顕微鏡等、1996年および1998年）

・母と子供のための健康対策特別機材供与（医薬品など、1998年から現在まで）
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７．第三国（国際機関との関係）との協力関係７．第三国（国際機関との関係）との協力関係７．第三国（国際機関との関係）との協力関係７．第三国（国際機関との関係）との協力関係７．第三国（国際機関との関係）との協力関係

(1) WHO

　最も古いパートナーであり、ミャンマー保健省へ主に技術的援助を続けてきた。ハンセン病

コントロール活動はWHOの技術指導を受け、1950年代初頭に始まった。今まで実施した多く

のハンセン病に関するプログラムはほとんどWHO主導である。毎年10月、WHOの専門スタッ

フの評価ミッションが来て、ミャンマー側から全国の集計されたデータが報告される。ミャン

マーが経済的に困難な時期にあってもWHOが支持する国際的プログラムは他の援助団体を呼

び寄せることができるため、保健のプログラムのなかで優先順位が高い。ハンセン病も疾病コ

ントロールプログラムのなかでは８番目に位置づけられているが、事実上はもっと高位にラン

クされている。

(2) 国連開発計画（United Nations Development Programme: UNDP）

　世界中で展開している人間開発計画（Human Development Initiatives）というプログラ

ムの一環として、ミャンマーではハンセン病対策に援助を行っている。最も代表的なものは

1994年から始まったCommunity Based Rehabilitation（CBR）で、患者のリハビリテーショ

ンを地域で展開し、社会復帰を促すための教育プログラムである。1997年時点で40タウンシッ

プに拡大された。1997年からは人間開発計画のなかに組み込まれ、CBRが続けられている。

(3) UNICEF

　いくつかのプログラムがUNICEF主導で動いている。

１）Universal Child Immunization（UCI）

　1996年からワクチン接種活動を強化する目的で始められている。ポリオのような一斉投与

方式ではなく、定期接種を広げていく方式で、１歳以下の乳児や新生児破傷風予防のための

妊婦接種が中心である。1997年末までに、いくつかの地理的条件の悪いところ以外は、ほぼ

すべてのタウンシップをカバーした。現在この計画を発展させ、50のタウンシップでワクチ

ン接種率の低いポケット地域をなくす活動が進められている。

　以下のような成果と目標が立てられている。

・Immunization coverage

EPIのすべてのワクチンについて、ワクチン接種率を80％以上にする。これは、ほぼ達

成した。

・Elimination of Neonatal Tetanus

1997年、TT2の接種率は83％に到達した。妊娠可能年齢の婦人に広く接種されるように
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なったが、未接種のポケット地域がまだ多く存在する。

・Reduction in Measles Mortality and Morbidity

１歳以下の麻疹ワクチン接種率は1997年時点で88％に到達した。都市部の貧困層や遠隔

地でのワクチン接種はなお困難に直面している。都市部は５歳以下、遠隔地は３歳以下

をターゲットにしている。

・Eradication of Poliomyelitis

現在まで４回のNational Immunization Daysが実施され、５歳以下児童約600万人の

95％にワクチンが接種された。中国との国境地域での協力体制が維持されている。AFP

サーベイランス活動もめざましい成果をあげている。

２）Control of Diarrhoeal Diseases and Acute Respiratory Infections（CDR/ARI）

　２つのプログラムを１つのプロジェクトに統合したものであるが、実際の活動はいくつか

のPHCプロジェクトと共同させたり、母子保健プロジェクトに組み込んで実施している。

ミャンマー保健局は、それらの調整を行っている。末端医療現場の質の向上や家庭介護が５

歳以下の児童を下痢や急性呼吸器感染症で死亡させない最も重要な対策であるが、現在なお

ミャンマーでの死亡率は高い。

３）Women's Health

　1996年からの活動として、安全な出産（Essential Steps for Safe Delivery: ESSD）と

いうプログラムを普及させる目的で、Woman's Healthの問題点についてミャンマーの政策

立案者たちにワークショップを行い、必要な計画、ガイドライン、研修用教材をつくるため

の委員会を発足させた。1998年には、中核になる４病院がプログラム実施の目的で、試験的

に選ばれた。また、ミャンマーの専門家を海外研修させたり、医療の末端で働いている

Midwife, Auxiliary MidwifeやTraditional Birth Attendant（TBA）を再教育した。現在

まで、その数はAuxiliary Midwife約1500人とTBA約1000人であり、必要な機材を支給し

た。WHOが199 6年と199 8年に２回、スポンサーになって実施している「青年の健康

（Adolescent Health）」というプログラムのなかにこのWoman's Healthを位置づけ、国

家活動計画のひとつとして準備中である。

４）HIV/AIDS Prevention and Control

　オランダ、日本（Japan National Committees for UNICEF）、AusAIDやロックフェ

ラー基金から援助を受けて1993年12月から始められている。青少年教育や妊娠可能年齢の婦

人たちに衛生教育を含めた生活技術（life-skills）の指導を行い、36タウンシップで２万3000

人の若者と65タウンシップで４万1000人の婦人に再教育を行った。実施団体はミャンマー母

子福祉協会（Myanmar Maternal Child Welfare Association: MMCWA）やミャンマー赤

十字社（Myanmar Red Cross Society: MRCS）である。



－15－

　また、保健局やミャンマー医学協会（Myanmar Medical Association）が中心になって、

性感染症（STD）治療の向上が図られている。STD治療薬、必要な検査器具が35のSTD診

療所、27のMCHセンター、69のタウンシップ病院に配られ、35人のSTDチームリーダー、

27人のMCHスタッフ、1080人の基礎保健サービス（BHS）スタッフと30人の検査室技師が

トレーニングを受け、STD治療の質を改善した。STD治療の評価を行う目的で、梅毒検査用

の試薬と検査室手引きを配布した。さらに、STDデータベースシステムを検討中である。

　青年や婦人の意識改革を通して、HIV/AIDS、家族計画、HIV感染者への生活相談などへ

の理解を深め、また健康生活（healty lifestyles）カリキュラムのなかへHIV/AIDSと関連

した教材を組み入れて学校教育に使い、児童たちの健全な生活スタイルの指導をめざしてい

る。健康生活カリキュラムについては、1997年12月から1998年５月までに、30タウンシップ

から71人の指導教官、1080人の地域専門官（zonal managers）、３万3531人の小中高校教

師が研修を受けた。1999年までには、全国でこのカリキュラムが開始され、学校での教育活

動が地域保健活動を補完し、強固なものにしていくことが期待されている。

５）Nutrition

　主にUNICEFが行っている活動は、ヨード欠乏対策、ビタミンＡ欠乏対策、母乳栄養、

児童の体重、身長の計測と管理である。特に、WHO、UNDP、UNICEFが中心になって進

めているのが、ヨード塩対策（Universal Iodation of Salt: USI）である。2000年までのヨー

ド欠乏症対策に間に合いそうである。ヨード入り塩の増産が順調で、1998年度までの目標量

だった９万ｔが２万1000ｔ増加しそうな勢いである。そのため、人間と動物の全必要量21万

ｔに目標が改定された。

　ビタミンＡについては、1996～1997年に設定された年２回の「ビタミンＡの月」が全国324

タウンシップのうち、309タウンシップで実施され、５歳以下の児童に投与された。また、

授乳中の母親にも出産後のケアとして投与されている。1998年にビタミンＡカプセルが使え

るようになったし、鉄欠乏対策として鉄剤も準備されている。

６）Border Area PHC and Development

　現在まだ保健省から許可が出ていないが、人材不足を解消する方法としてShan州や

Kayah州で新しいタイプのヘルスワーカーを養成している。Auxiliary Nurses Midwife

(ANMW)と呼ばれ、正式なMidwifeよりも教育レベルは低いが、遠隔地の村に自ら生活して

医療サービスを提供する最前線のヘルスワーカーである。今まで400人が訓練を受け、現在

も200人が研修中である。UNICEFが提唱し、彼らにワクチン接種のための注射を打つ訓練

を受けてもらっている。

　また、医療サービス向上のために、教材の提供、医療機材セット、ヘルスセンター機材の

更新などを行っている。
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　安全な水の供給や衛生問題についても、ANMWがKayah州で活躍している。さらに

Kayah州ではマラリア予防とコントロールのための活動が開始されていて、ANMWの活躍

が期待されている。

７）Community Health Management and Financing（CHMF）

　このプロジェクトは、1994年に日本財団がミャンマー政府と合意してessential drugを供

与したことに始まる。以後日本財団はこれらの薬の使用を円滑に進めるため、UNICEFを

通して資金を提供している。この資金は下痢症対策や急性呼吸器感染症対策に使われている

が、一方でこのプロジェクトの目的であるcommunity cost-sharingの導入のためにも使わ

れている。現在でも日本財団の資金援助が続いており、UNICEFは多くのタウンシップ

（1996～1997年実績　72タウンシップ）に薬剤を配布しているし、薬剤の回転資金（Revol-

ving Drugs Funds: RDFs）維持に努力している。

　以下にUNICEFの援助総額を示す。（出典　Programme Review）

表7-1　UNICEFの援助総額、1996～1997年

(4) 国連人口基金（United Nations Population Fund）

　1996年から実施しているBirth Spacing Projectの主要な援助組織であり、UNICEFとも共

同して実施している。他の活動に関しての情報はない。

(5) NGOs

１）笹川記念保健協力財団（Sasakawa Memorial Health Foundation: SMHF）

　1989～1990年の政治的混乱時に国際援助機関は一斉にミャンマーから引き上げ、多くのプ

Unit: US$

Category of Assist.

1996 1997Project

Cash Supplies Total Cash Supplies Total

Grand

Total

Immunization 309,342 2,598,466 2,907,808 227,760 1,744,843 1,972,603 4,880,411

CDR 4,380 155,021 159,401 70,156 279,647 349,803 509,204

Woman�s Health 5,877 101,323 107,200 21,172 121,996 143,168 250,368

HIV/AIDS Prevention

and Control
167,195 115,412 282,607 394,156 229,570 623,726 906,333

Nutrition

Border Area PHC

Development

62,414

6,012

231,824

69,333

294,238

75,345

34,427

52,966

474,198

241,834

508,625

294,800

802,863

370,145

CHMF 41,933 12,267 54,200 47,088 35,028 82,116 136,316

Total 597,153 3,283,646 3,880,799 849,722 3,127,116 3,974,841 7,855,640
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ログラムが頓挫した。ハンセン病コントロールプログラムも多くの援助を国際機関やNGOs

に依存していたため、全く活動ができなくなり、患者の薬も払底状態となった。SMHFがそ

の時薬の供給を引き受けてくれたために、ハンセン病対策を中断せずに済んだという経緯が

あり、現地担当者がSMHFとの良好な関係を強調していた。

　多剤療法（MDT）に対する支援活動は、WHOを通して続けられており、ミャンマーにも

支給されている。ミャンマー側もWHOからの薬剤供給に完全に依存しており、何かの理由

で薬剤の供給が止まれば、プログラムが停止する状態である。ほかに自動車などの機材が供

与されている。

２）American Leprosy Mission (ALM)、Netherlands Leprosy Relief Association (NLRA)

　いくつかのINGOが古くからミャンマーのハンセン病コントロールを支援してきた。特

に、ALMはMon州にあるLeprosy Mission Hospitalへの資金援助を続けており、事実上の

スポンサーである。WHOやUNDPの援助で不足する地域への支援活動がINGOの主な仕事

である。プロジェクト・サイトの候補地になっているマグウェイ管区やサガイン管区にもこ

れらNGOsからの資金が入っている。

　International NGOsをミャンマー保健省が公表している順に列記する。

・World Vision International (WVI)

・Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

・Artsen Zonder Grenzen (AZG)

・International Committee of Red Cross (ICRC)

・ORBIS international

・Surgical Eye Expedition (SEE)

・Christoffel Blindenmission

・J. B. Memorial (USA)

・International Federation of Eye Bank (IFEB)

・Interplast

・Medicines Du Monde

・Association Medical Franco-Astratique

・Association Francois Xaavier Bagnoud (AFXB)

・Japanese ADIS Foundation

・World AIDS Foundation

・Action International Contre La Faim (AICF)

・Sasakawa Memorial Health Foundation

・American Leprosy Mission (ALM)
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・Netherlands Leprosy Relief Association (NLRA)

・The Leprosy Mission International

・China Medical Board

　別紙にミャンマー保健省がハンセン病対策として受け取った５年間の援助総額を示す。
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８．８．８．８．８．P C MP C MP C MP C MP C Mワークショップワークショップワークショップワークショップワークショップ

８－１　PCMワークショップ実施記録

(1) 日　時：７月28日（水） 午後２時～午後５時半（手法説明、参加者分析、問題分析）

   ７月29日（木） 午前９時～午後５時（問題分析、目的分析）

   ７月30日（金） 午前９時～午後５時

（プロジェクト方式技術協力説明、代替分析、PDM作成）

   ８月２日（月） 午前９時～午後５時（途中、調査団による保健大臣表敬の

ため、２時間ほど中断）

(2) 場　所：ヤンゴン総合病院特殊皮膚科会議室

(3) 出席者（別紙４参照）：

　　日　 本　 側－調査団員５名（笹尾団員を除く）、およびJICA事務所員２名

　　ミャンマー側－以下の13名（括弧内は、所属division）

・Vertical Staff:

①　Regional Officer (Sagaing)

②　Team Leader (Mandalay)

③　Township Medical Officer

④　Health Assistant (Sagaing)

・Leprosy Inspector (Magway)

・Lady Health Visitor (Magway)

・Midwife (Sagaing)

・Yenanthar Hospital: Medical Superintendent, Nurse

・DOH（保健局）：Director of Disease Control, Deputy Director of Leprosy

・MOH（保健省）：Leprosy related staff

・Divisional Officer (Sagaing)

　　モデレーター 笹尾団員

　なお、８月２日は、PDM協議の日であり、ワークショップから参加者を大幅に絞り込み、

保健局の幹部とPDMの内容を協議した。
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(4) 概要

　事前準備として、７月23日の午後に保健省保健局の幹部数名１に対し、PCM手法の概略を説明

し、今回のワークショップの進め方につき協議した。この席で、日本側から「貴政府の要望に

は、ハンセン病に加え、麻疹と結核もプロジェクトの対象に含められているが、全部を同等に

議題として取り上げると議論の範囲が広がりすぎるので、ワークショップは主にハンセン病に

ついて議論したい。麻疹と結核については、おそらく研修が中心になると思われるプロジェク

トの活動のなかで取り上げたい。」と申し入れ、了承された。

　ワークショップ当日は、モデレーターを司会進行役とし、上記の出席者が主にカードを用い

る形で英語でディスカッションを行った。当初は、日ごろ顔を合わせることのない保健省幹部

と助産婦など地域の医療従事者が同席して、果たして打ち解けた雰囲気で議論を行えるかが懸

念されていたが、冒頭から全参加者により活発な議論が展開された。結果として、ミャンマー

側より要請されていたプロジェクトの背景となる問題が確認され、また、プロジェクトの枠組

みを示しプロジェクトを今後運営管理していく手段となるPDMの暫定版が作成された。ワーク

ショップの手順と討議時間は以下のとおりである。

－　第１日（７月28日）－

－　第２日（７月29日）－

ａ．手法説明 モデレーター団員が、OHPを使って手法の骨子を説明した。（２時間）
ｂ．参加者分析 日本側で事前に用意した参加者のグルーピングの試案をミャンマー側が確

認する形で行った。（20 分）
ｃ．問題分析 各参加者が、今回のテーマ（ハンセン病）に関する問題点を英語でカラー

カード（7.5 ㎝×21.5 ㎝、日本から持参）に１人当たり最低１枚書き出す
ところまで進めた。（１時間）

ｃ．問題分析(2) 昨日出された問題カードをモデレーターが整理したうえで、さらに参加者
が問題カードを書き足して、問題系図の基本構造を固めた。その後、さら
に、３つのサブグループに分かれ、問題系図上に示されたハンセン病に関
する３つの大きな問題（リハビリテーション・新患発見・患者治療）のそ
れぞれについて分析を深め、問題系図を完成させた。なお、各サブグルー
プの代表者が個々のグループの議論に関し、発表した。（４時間）

ｄ．目的分析 問題分析の際に作成した問題系図のなかの問題点を同様にカードを使っ
て、問題が改善された表現に置き換える作業を中心に目的系図を作成した。
こうした目的分析の議論も、３つのサブグループごとに行い、やはりグル
ープごとの発表を行った。（３時間）

１ Director General, Director of Planning, Director of Public Health, Director of Diseases Control, Deputy

Director of Leprosy Controlの５名
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－　第３日　－

－　第４日（８月２日、PDM協議）　－

８－２　各分析の重要ポイントと成果品

(1) 参加者分析（別紙１参照）

　本分析に関しては、日本側が事前準備として作成したプロジェクト関係者（プロジェクトに

より何らかの影響を受ける組織・団体・個人等）のグルーピング表に基づいて、関係者のプロ

ジェクトにおける立場・役割を明確にした。グルーピング表は、日本側試案に２、３項目を追

加するだけで、ミャンマー側に了承された。本プロジェクトは、研修が主な活動となることが

予想されているため、実施者として数多くの関係者が確認された。なお、当方の要請に従い、

プロジェクトへの参加者を統計的に把握した表もミャンマー側から提出された（別紙２

“Supplementary Matrix for Participation (Stakeholders) Analysis”参照）

(2) 問題分析（別紙５参照）

　本分析には、ワークショップのなかで最長の時間を割いた。議論が広がり過ぎるのを避ける

ため、事前の打合せに従い、議論の主題を「プロジェクト・サイトとして提案されている48タ

ウンシップにおけるハンセン病に関する問題」と絞り込んだ。議論の結果、コア・プロブレム

（中心問題）としては、

There are a lot of leprosy patients.

邦訳：数多くのハンセン病患者がいる。

ということが確認された。今回の問題分析は、この中心問題が山形の系図の上部に位置せず、

確認された以下の３つの問題領域をつなげる点に位置するのが特徴的である。

ｅ．代替分析 （議論に先立って、伊藤団員から今回のプロジェクトの形態であるところの
プロジェクト方式技術協力について 30 分ほど説明した。）再びグループ全
体で議論し、目的系図を利用してプロジェクトの範囲を特定した。具体的に
は、目的系図のなかに示された課題のなかでプロジェクト方式技術協力のス
キームに沿うものを選び、さらに、そのなかで重要と思われる課題を選んだ。
（１時間）

ｆ．PDMの作成 代替分析を受けて、まず、プロジェクト要約と指標を作成した。これも、参
加者に自発的にカードを書かせ、全体のコンセンサスが得られたものを選ん
だ。（５時間）

ｆ．PDMの作成 ワークショップ終了後、週末に日本側で議論を重ねて空白部分を埋めた
PDMの試案を用意し、ミャンマー側との PDM協議の段階で個々の項目を
議論しながら PDM（暫定版）を完成した。この PDM協議の出席者は、Dr.
Kyaw Nyunt Sein, Deputy Director, Leprosy以下、保健局関係者数名であ
った。
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題が緩和された状態」・「状態が改善された状態」の表現（＝目的カード）に置き換える作業

から始め、必要に応じて項目の追加／削除を行い、目的系図を完成した。目的系図の中心的な

課題としては、問題系図の中心問題に対応する形で、

There are only a few cases of leprosy patients.

邦訳：ハンセン病患者がわずかしかいない。

ということが設定された。カードの数はさらに68枚まで増えたが、部分的には、議論が尽くさ

れていない箇所やカード間の関係が目的－手段関係になっていない箇所が見受けられる。

(4) 代替分析（別紙６参照）

　ここでは、目的系図を利用して、本プロジェクトの範囲を明確にした。代替分析では、主要

な課題の実現のために効果の大きさ・効率性（費用対効果）・技術的妥当性・社会文化的受容

度・裨益の平等性等々、複数の観点から最も適当なアプローチを選定するのが理想である。た

だ、本件では、すでにプロジェクトのスキームは「プロジェクト方式技術協力」に限定されて

いるため、先にプロジェクト方式技術協力に含め得る課題を選び、選ばれた課題のなかで重要

度の判定（大・小）を行った。実際には、重要度にかかわらず、選ばれた課題はすべて、何ら

かの形でプロジェクトで対応可能と思われるが、課題の重要度の区別は、今後より具体的な活

動計画を立てる際の参考になるものと思われる。

(5) PDM作成（附属資料①参照）

１）プロジェクトの要約：全体の構成としては、以下のような形になっている。

研修実施（活動）

　　　↓

医療従事者の能力向上（成果）

　　　↓

ハンセン病対策の諸活動の改善（プロジェクト目標）

　　　↓

ハンセン病の撲滅（上位目標）
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ａ）プロジェクト目標

　問題分析・目的分析において確認された３つの問題領域を念頭に、以下のように設定さ

れた。

Leprosy control program including 1) new case finding, 2) treatment and 3)

prevention of disabilities (POD) and prevention of worsening disabilities (POWD)

and rehabilitation is conducted effectively, together with the technical improvement

in the control programs of other diseases such as tuberculosis and measles in the

project sites.

邦訳：１）新患の発見、２）治療、３）POD、POWDとリハビリテーションを含む

ハンセン病対策プログラムがプロジェクト・サイトにおいて効果的に実施され、結

核・麻疹等の他の疾病対策プログラムも技術的に改善される。

ｂ）上位目標

　上位目標は、やはり目的分析の結果を参考に、プロジェクト目標の効果を考慮して以下

のように２本立てで設定された。

①　Elimination of leprosy is achieved and sustained and rehabilitation is improved

in the project sites.（プロジェクト・サイトにおいて、ハンセン病制圧が達成・維

持され、リハビリテーションが改善される。）

②　Leprosy control system is strengthened in other areas of Myanmar.（ミャン

マーの他地域において、ハンセン病対策のシステムが強化される。）

　設定された２項目の上位目標には、性格の違いがある。１番目は、本プロジェクトの結

果として半ば自動的に達成され得るものであるが、２番目の項目の実現のためには、本プ

ロジェクトの終了後、その成果を普及するという意図的な行為が必要であり、それが将来

の保健省の活動に何らかの形で組み込まれる必要がある。

ｃ）成果

　目的分析および代替分析の結果を生かしながら、プロジェクト目標に直接貢献する成果

５項目を設定した。各成果の概要は、以下のとおりである。

①　異なるレベルの医療従事者（ハンセン病専門対策員、国立ハンセン病病院医療従

事者、ヤンゴンおよびマンダレーの総合病院特殊皮膚科外来医療従事者、タウン

シップ病院医療従事者、基礎保健サービス従事者など、以下省略）の患者発見能力

が向上する。

②　異なるレベルの医療従事者の治療（MDT、副作用対策など）能力が向上する。

③　異なるレベルの医療従事者のPrevention of Disabilities (POD)、Prevention of

Worsening Disabilities (POWD)、およびリハビリテーションを実施する能力が向
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上する。

④　基礎保健サービス従事者が結核や麻疹などの他の疾病コントロールを実施する能

力が向上する。

⑤　ハンセン病専門対策員・チームリーダー・地区およびタウンシップレベルのメ

ディカルオフィサーがハンセン病対策プログラムを運営管理する能力が向上する。

　上記５項目のうち、第４の項目は、目的系図のなかには根拠はないが、「本プロジェク

トではハンセン病以外の疾病コントロールも取り上げる」との事前の合意に基づいて、つ

け加えられたものである。

　なお、目的分析の結果に基づき、「コミュニティー（地域住民）がハンセン病について

よく理解し、ハンセン病コントロールに協力する」という成果項目の候補もあったが、こ

れは、上記の各種能力向上の結果であり、レベルとしてはこれら成果項目より一段上と思

われたため、プロジェクト目標の指標に利用することとした。また、ほかに「機材面での

医療施設の機能が向上する」という成果項目の候補もあったが、「内容的に活動に近く、

また本件における機材供与の主目的は、医療施設の機能改善というよりも、研修実施によ

る能力向上である」という理由により、最終的に削除された。

ｄ）活動

　ワークショップでの議論により、各成果を実現するための具体的な活動５項目とモニタ

リング活動などプロジェクト運営に関する１項目の計６項目を詳細に記述した。麻疹や結

核についても、上記成果項目の④に対応した１項目が含まれている。また、研修内容に関

しては、ワークショップのサブグループによる議論を参考に、対象者別の詳細がPDMへ

の補足資料（２枚）にまとめられている。

２）指標

　目標や成果の内容を明確化するために、ワークショップの場で具体的な項目を設定した。

従来、ハンセン病のコントロールにおいては、さまざまな指標が使われているため、比較的

容易に案が出された。ただ、プロジェクト目標の指標候補のうち、「新規患者の発見率」に

ついては、プロジェクト終了時に下がるはずとの見方とむしろその時点では上がるだろうと

の見方に意見が分かれたため、最終的に除外された。

３）指標データ入手手段

　ワークショップの時間内に議論できなかったため、PDM協議の場でミャンマー側から情

報を得て、作成した。

４）外部条件

　やはり、ワークショップの時間内に議論できなかったため、日本側で目的・代替分析の結

果やPDMの「プロジェクトの要約」部分をもとに試案をつくり、PDM協議の場でミャン
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マー側より承認された。

８－３　ワークショップの評価

(1) モデレーターによる評価

１）成果

①　プロジェクトの枠組みの明確な設定

　４日間（PDM協議を含む）にわたり、積極的な議論が交され、分析の手順をきちんと

重ねたうえでプロジェクトの骨子が形成された。活動の中心となる研修についても、PDM

の補足資料に詳細がまとめられたため、今後具体的な活動計画を立てるうえで非常に参考

になると思われる。また、予期せぬ効果としては、今回の一連のワークショップの開催に

より、ミャンマー側がPCM手法になじみ、本プロジェクト以外の場でも、同手法を利用

した計画立案を試みたい旨の意思表明があった。

②　幅広い関係者の意見の反映

　本ワークショップは、実施機関である保健省だけでなく、実際にハンセン病患者に接す

る助産婦やハンセン病病院の医師も参加したため、最終受益者である患者や地域住民の意

向をより反映した議論および成果品がまとめられた。プロジェクトの質を高めるうえで、

こうした受益者に近い人々の意見の反映は非常に重要である。２　

２）問題点・課題

①　ワークショップ参加者間のコミュニケーションの充実

　今回は、出席者はおおむね英語でのコミュニケーションができるという前提のもと、ほ

とんど通訳なしに、英語での議論を行ったが、ミャンマー側参加者の一部は必ずしも十分

に議論についていけたとはいえないようである。

②　PCMワークショップの開催時期・方法の検討

　PCMワークショップの主要な目的は、あるプロジェクトの必要性・妥当性の検証と具

体的なプロジェクトの枠組み・計画づくりである。

　こうした目的を満たすため、参加者分析からPDM作成まで一貫して行うのがPCMワー

クショップの基本型のようにとらえられているが、今回のようにすでにプロジェクトの青

写真として研修事業が事実上決まっているにもかかわらず最初の段階から分析を始め、仮

にワークショップのなかで、相手国の抱える問題の解決に向けて、当初の要請内容よりも

効果があり、かつ実施可能と思われるアプローチが提案されたとしても、プロジェクト全

体のスケジュールからすれば、採用され難いと思われる。また、１回のワークショップで

２ ただし、ミャンマー側のワークショップ参加者の一部からは、最終の受益者である地域住民の代表者も参加者

に含めるべきであったとの意見も出された。
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きわめて短期間のうちに参加者分析からPDM作成まで一貫して行うことにも多少無理があ

るように思われる。

　よって、事前調査でのPCMワークショップの形骸化を防ぎ、さらに実のあるものとす

るためには、よりJICA業務の実態・手順に合った方法を工夫することも必要ではないか

と思われる。すなわち、基礎調査／形成調査の段階でPCMワークショップを開催し、大

所高所の観点から問題分析、できれば目的分析までを行ってみるのもよいと思われる。

(2) ワークショップに関するアンケート結果の分析

　本事前調査では、ワークショップ終了時点で、出席者に対するアンケートを実施した。（ア

ンケート用紙の書式は、別紙３）　これに対しては、日本側とミャンマー側の計22名からの回

答があった。

　アンケート結果を要約すると、回答者はPCM手法は理論として有用であり、また、実際に

ワークショップが役に立ったと感じている。

　アンケートは、PCMワークショップの理論面と実践面の２つの角度からなっている。理論

面では、PCM手法そのものの理解度と有用性について質問した。まず、理解度については、

22名全員が「よく」もしくは「ある程度」わかったと答えている。また、PCM手法の有用性

に関しては、全員が「非常に有用」（11名）または「有用である」（11名）と答えている。そ

の理由としては、「論理的である」「参加者のオーナーシップが高まる」「科学的である」

「実践的である」「普遍性がある（他のサブジェクトにも活用できる）」等があげられてい

る。

　次に、PCMワークショップの実践面であるが、「あまり役に立っていない」と回答した１

名以外、21名が、「非常に役立った」（７名）もしくは「役に立った」（14名）と答えてい

る。ワークショップのよかった点としては、上に述べられた手法としての長所と同様に「さま

ざまな問題を分析できる」「問題の所在がよくわかり、それへの取り組み方もわかる」「他の

テーマにも使える」「計画の立案に役立つ」等の点があげられた。また、ワークショップが実

際に「参加型」になっていたかとの問にも、全員がイエスと答えており、そのうち「非常に参

加型である」が10名に達している。

　反省あるいは改善すべき点としては、「時間が不足していた（複数回答）」「カードが読み

にくい」「コミュニケーションのギャップがあった」「詳細計画が立てられなかった」「ワー

クショップに地域住民やそのリーダーなど受益者も含めるべきであった」「分析に不完全な点

がある」等の意見が出された。

　このうち、「詳細計画が立てられなかった」の指摘は、PDM作成の後に活動計画書（Plan

of Operations: PO）の作成があるということがしっかり認識されていなかったためと思われ
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る。「コミュニケーションのギャップがあった」「ワークショップに地域住民やそのリーダー

など受益者も含めるべきであった」「分析に不完全な点がある」の指摘は、うなずけるところ

である。

　ただ、「時間が不足していた（複数回答）」については、①基本的に通訳者なしで２日半

（PDM協議を含めると、３日半）ワークショップを行えたこと、②ワークショップ参加者は

多忙であり、地域からの出席者もあったこと等を考慮すると、今回のスケジュールでやむを得

なかったと思われる。

　最後のモデレーターの評価は、「非常に満足している」が17名、「満足している」が４名、

「あまり満足していない」が１名であった（ちなみに「あまり満足していない」という回答者

の理由は、不明）。

８－４　プロジェクト実施に向けての今後の課題（PCM関連事項）

(1) PDMの改良・改訂

　ミニッツ協議のなかでも確認されているように、今回作成されたPDMは、あくまで暫定的

なものであり、たとえば、プロジェクトの指標については、年度ごとの細かな数値目標などの

詳細は未定である。よって、本件の協力開始以後半年以内に、PDMを完全に仕上げる必要が

ある。その際、できればPDMの根拠となる問題系図・目的系図についても、議論の不十分な

点や誤りはないかをレビューすることが望ましい。また、全体のスケジュールが予定どおりに

進んだとしても、外部環境の変化もあり得るため、その場合にも、PDMの内容も適宜見直

し、改訂すべきである。

(2) より具体的な活動計画の作成

　PDMの完成を受けて詳細なPOをつくる必要がある。その際、PCMワークショップでの代

替分析の結果も反映して、活動項目間の重点度や投入配分などを検討することが望ましい。ま

た、それと同時に「モニタリング・評価計画書」や「実績記入表」を作成して、モニタリング

の体制と準備を整えておくことが望ましい。
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９．プロジェクト実施計画９．プロジェクト実施計画９．プロジェクト実施計画９．プロジェクト実施計画９．プロジェクト実施計画

９－１　協力の方針

　本プロジェクトの目的はミャンマー保健省が国家プログラムとして実施しているハンセン病対

策に協力することである。

　地域のなかでひっそりと隠れて暮らしている患者を見つけ出し、適切な治療と病気の進行を予

防し日常生活のアドバイスをする活動を担っているのが、Midwife（助産婦）を中心にした基礎保

健サービス従事者である。この人たちの保健活動の質を向上させることが、結果的に地域住民の

信頼を得ることにつながり、ハンセン病患者を見つけ出す活動を効率のよいものにすることがで

きる。ハンセン病以外の多くの保健プログラムをこなす基礎保健サービス従事者に対して、定期

的なトレーニングコースを実施し、可能な限り新鮮な医療情報を提供して、彼らの活動をサポー

トする。

　また、ハンセン病のレファラルシステムを強化する。マンダレー管区にある唯一の国立ハンセ

ン病病院とヤンゴン市、マンダレー市の２カ所にある特殊皮膚科外来は、ミャンマー国内のハン

セン病専門施設であり、日本からの技術移転が最も期待される組織である。また、ヘルスセンター

から紹介されるタウンシップ病院は地域の中核病院であるが、ここで簡単な医療上のハンセン病

対策が実施できるようにするため、医師、看護婦、検査室技師、補助具作製技師に、国立ハンセ

ン病病院で研修を受けることができるようにする。ヘルスセンター、タウンシップ病院、国立ハ

ンセン病病院へつながるハンセン病レファラルシステムを活性化させる。

９－２　実施計画概要

　ミャンマーのハンセン病コントロールは患者発見、治療、リハビリテーションに大きく分類さ

れる。治療はMDTだけではなく合併症やリアクションに対する治療を含み、リハビリテーション

は障害の予防（Prevention of Disability: POD）や障害悪化の予防（Prevention of Worsening

Disability: POWD）を含む。これらハンセン病コントロールのトータルな活動に対して技術移転

や支援活動を行う。

　また、ハンセン病コントロールはそれ自体独立に行われている訳ではなく、基礎保健サービス

（Basic Health Service: BHS）に統合されていて、他の保健活動とともに末端のヘルスワーカー

がその多くを担っている。したがって、特に患者発見や治療は彼らの一次医療や保健活動の一部

であり、毎日の日常活動のなかで行われなければならない。マラリアや結核など多くの疾病がコ

ントロールされていないミャンマーにとって、基礎保健サービスを強化することは重要な保健課

題であると同時に、ハンセン病をコントロールするうえにも欠かせない要素である。本プロジェ

クトは、BHSの強化を行う過程で実施するトレーニングコースのなかに、他の疾病コントロール
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プログラムを取り込むことにした。また、BHSスタッフを指導することになっているハンセン病

専門スタッフ（Vertical Staff）に対してハンセン病プログラムマネジメントの教育コースを組み

込む。さらに、ミャンマー唯一の国立ハンセン病病院（Yenanthar Leprosy Hospital）、総合病

院特殊皮膚科外来（ヤンゴン、マンダレー）は本プログラムの技術的中核をなす組織であり、治

療やリハビリテーションの機能強化のために技術移転を行う。また、これらの組織はプロジェク

ト・サイトにおけるタウンシップ病院の医師、看護婦、技師に対して技術指導をしなければなら

ない位置づけにあり、そのトレーニングコースの実施を支援する。

(1) トレーニングコース

　ハンセン病コントロールプログラム（患者発見、治療、リハビリテーション）を推進させる

ための手法として、トレーニングコースを実施する。トレーニング対象者はハンセン病コント

ロールに携わるすべてのスタッフにわたる。最も重要なのはヘルスワーカー（特に助産婦）に

対して行うトレーニングコースである。現地に専門スタッフがおり、彼らと共同して実施する

が、①住民教育、②患者教育、③患者発見、④予防、⑤MDT、⑥リアクションや合併症によ

るタウンシップ病院への患者紹介、⑦日常管理、フォローアップ、⑧患者報告制度、などがト

レーニングコースの内容になる。このトレーニングコースはインフラの悪い地域に対しても実

施する必要があるため、現地に直接出向いて実施する移動型トレーニングを考えている。

　また、末端のヘルスワーカーが行う一次医療では手に負えない患者に対し、最寄りのタウン

シップ病院が医療ニーズに応える必要がある。紹介されてきたハンセン病患者に適切な対応が

なされる必要があるため、タウンシップ病院の医師や看護婦に対して治療、リハビリテーショ

ンのトレーニングを行う。また、患者診断や治療経過をみるためにスキンスメアーの診断がで

きる必要があるため、検査技師がいればトレーニングの対象にすべきである。これらは国立ハ

ンセン病病院や特殊皮膚科外来が主に担当すべき分野であり、プロジェクト・サイト内にある

タウンシップ病院の医師、看護婦、技師を国立ハンセン病病院内にあるトレーニングセンター

に集めて専門教育セミナーを実施する。

　BHSスタッフ、タウンシップ病院のスタッフ、さらに国立ハンセン病病院や特殊皮膚科外

来のスタッフの活動が高められて初めて、この国のハンセン病コントロールにおけるレファラ

ルシステムが完結する。

(2) 報告制度

　「患者発見」から報告、集計、問題整理、対策実施まで一貫したシステムが必要である。発

見された患者情報がヘルスセンターのスタッフ（主に助産婦）によって、タウンシップ政府の

専門スタッフに届けられ集計され、さらに地区（District/Zone）レベルの専門スタッフが患者
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情報を集め、州政府（Regional Leprosy Officer: RLO）が州の統計データとして処理する。

この過程で患者情報はエッセンス部分だけに集約されてしまい、政府レベルにまで集められた

時は、WHOが必要としているインディケータが計算できるデータだけになっている。毎年見

つかる１万人を超える新患と登録患者を常時フォローする集計システムがないため、WHOが

要求しているインディケータ（６指標）を計算するだけで終わっている。患者に関するおおよ

そすべての情報が常時データベース化されていなければ、何か問題が生じた時に問題分析をし

たり、対策を考えたりする根拠を失う。患者情報が可能な限り正確に、できればそのままの形

でデータベース化され、州政府や国レベルで分析される必要がある。統一された患者記録用紙

の作成と州単位のデータ処理能力の向上が不可欠である。それら集計された処理データは常時

保健省に報告されるばかりでなく、現地にフィードバックされなければならないため、月報か

旬報を作成してヘルスセンターに配ることが必要になると思われる。ハンセン病や他の疾病コ

ントロールに関する最新情報をプロジェクト・サイト内のすべての医療施設に定期的に知らせ

ることができる程度の情報処理能力が必要である。

(3) 新患発見

　現在使われている手法を以下に示す。

　１）Passive Case Finding (PCF)

　２）Active Case Finding (ACF)

　　　Contact Survey

　　　School Survey

　　　Mass Survey

　３）Community Based Rehabilitation (CBR)

　４）Leprosy Elimination Campaigns (LEC)

　５）Special Action Projects for the Elimination of Leprosy (SAPEL)

　６）Sentinel Monitoring Survey

　これらの手法はWHOやUNDPの指導のもとに実行されていて、多くの成果をあげている。

特にLECは現在最も効果的な手法であり、新患発見に寄与している。しかし、キャンペーン

に必要な経費が潤沢でないため、毎年援助組織から提供される資金を全国に分散させて、少し

ずつLEC実施地域を増やしている状態である。この流れを無視して、プロジェクト・サイト

の全域でLECを実施するような計画は、ミャンマーの現状を考慮していないあまり現実的な

計画ではないと思われる。むしろLECに関しては現在まで援助し続けてきた援助組織の計画

に従って、LECの効果をさらに高めるような支援活動を実施することが穏当な方法であると

思われる。予算が付けばいつでもLECが実施できるような体制づくりに時間と費用をかけて
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おくほうがよい。

１）Passive Survey

　最も一般的な新患発見方法である。日常診療のなかでハンセン病患者を見つけ出す方法

で、ミャンマーでは非常に重要な患者発見の手法だが、農村部に住む患者にとって、病院と

はSub-rural Health Center (SRHC)、Rural Health Center (RHC)、Towhship Hospital

であり、日常診療に忙しい医療スタッフがまったく別の愁訴で受診した初期症状患者からハ

ンセン病を見落とさずに診断するのは大変難しい。SRHCやRHCの助産婦を再教育するの

はもちろんだが、タウンシップ病院の医師や看護婦にも国立ハンセン病病院で行う研修コー

スに参加してもらい、患者発見や報告制度に関する情報を教育するようにする。常に新鮮な

情報がこれらの組織に流されていなければ、日常業務のなかに忙殺されて、Passive Survey

の効率が維持できないと思われる。

２）Active Case Finding (ACF)

①　Contact Survey

　ミャンマーでは、家族内共同生活者だけを対象にしている。最も効率のよい調査法のは

ずだが、それでも発見率は全国平均で1000人当たり３～４人程度である。思ったほど効率

がよいわけではない。もう少し対象を広げて調査する必要があるのかもしれない。

②　School Survey

　１年に１度、最寄りの学校で皮膚科検診をする。これも多くの患者を発見する方法のひ

とつだが、決して効率のよいものではない。しかし、児童に患者がいれば、その児童の住

む近くに排菌者（Cases of Consequence）がいる可能性がきわめて高くなる。ハンセン

病コントロールにおいても排菌者の発見が最も重要なことのひとつであり、ヘルスワー

カーの活動内容になっていなければならない。また、この学校検診を利用してハンセン病

対策教育を児童たちに行う必要がある。ハンセン病は地域社会で心配しているような病気

ではないこと、早く見つかれば何事もなく治癒することを児童に教えることが重要であ

る。学校教育の一環としてハンセン病対策を実施する必要があるため、簡単な学童用教材

が準備されなければならない。

③　Mass Survey

　定期に実施しているかどうか不明である。Sentinel Monitoring Surveyが実質的にMass

Surveyなので、その対象人口が調査数として報告されている可能性がある。また、LEC

もMass Surveyとしてカウントされているのかもしれない。

　一般に、開発途上国では、患者報告がないことは患者がいなくなったことを意味しな

い。疾病コントロール活動の評価を行う場合に、通常の患者報告数だけで判断することは

危険である。１年に１度のMass Surveyを対象地域の全域で実施することができないまで
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も、可能な限り大きな集団で偏りなく実施されれば、新患発見活動の正しい評価になるも

のと思われる。Sentinel Monitoring Surveyを対象地域の数や集団をできるだけ広げて実

施したい。どのようにMass Surveyを行うかという統一した基準が必要であり、ヘルス

ワーカーに共通の認識がなければならない。

３）Community Based Rehabilitation (CBR)、Human Development Initiatives (HDI)

　病院がレファラルシステムを形成している国と違って、ミャンマーのようにBHSスタッ

フが医療の末端を支えている国では、ハンセン病コントロールにおいてもCBRは末端医療

の大切な業務である。日本ではハンセン病患者のニーズをすべて全国のハンセン病療養所が

担っているが、ミャンマーの場合はマンダレー管区にある国立ハンセン病病院とMon州にあ

るミッション病院の２病院しかなく、ミャンマー国内に広く分布する患者のニーズに応えら

れていない。自ずと地域にあるタウンシップ病院やBHSスタッフが日常の患者ニーズに対

応する必要があり、リハビリテーションやMinor Operationは地域が担当することになる。

タウンシップ病院の医師にMinor Operationの技術指導がなされるべきであり、看護婦に初

歩的なリハビリテーションの技術、患者教育や住民教育の指導が行われるべきである。これ

は主に国立ハンセン病病院で行われる専門家研修コースが担う仕事である。また、合併症の

予防やリハビリテーションの継続はBHSスタッフが担当しなければならない。トレーニン

グコースに組み込む予定である。

４）Special Action Projects for the Elimination of Leprosy (SAPEL)

　現在、プロジェクト・サイトと考えられているマグウェイ管区の西端は山岳地帯である。

現地調査をしていないので状況は不明だが、マグウェイ管区の都市部でも電気や通信などの

インフラが悪く、山岳地帯はなおさらである。そういったリモートエリアにも調査によって

は患者が多く見つかる国や地域があり、マグウェイ管区も調査されなければならない。RHC

があって一次医療がすでに届いているところではあまり問題がないが、医療のネットワーク

から外れ、アクセスのきわめて悪い地域がもしあれば、SAPELを考慮しなければならない

と思われる。SAPELの医療隊を編成する場合に注意しなければならないことは、フォロー

アップの問題である。診断しただけで患者のフォローができないのでは医療隊の効果が半減

する。見つかった患者数によっては、RHCの建設を地方政府に提案しなければならない場

合があるかもしれない。

(4) 住民教育

　住民教育は新患発見のなかで、最も重要だと思われ、助産婦やヘルスワーカーに対するト

レーニングだけでは解決しない多くの問題を含んでいる。実際には、ヘルスワーカーに「住民

教育活動をやりなさい。」と説いたり、ビラやチラシを村に配ったりすることしかできない。
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時にはコミュニティーのリーダーを集めて疾病の理解を求めたり、ラジオなどでキャンペーン

を実施したりすることが可能かもしれない。また、時間が少々かかるが、小学校や中学校の学

校教育に組み込んでもらうことなどが考えられる。しかし、きわめて間接的な方法のため自覚

症状のあまりない患者や症状のきわめて進行している患者を自発的に受診させることができる

かどうかはっきりしない。可能な限りいくつかの手法を組み合わせて住民教育を行う。そのこ

とはヘルスワーカーが行う住民教育を間接的にサポートすることになるはずである。住民教育

プログラムの成果は、自発的に受診を希望して見つかった患者とヘルスワーカーが発見した患

者を登録のなかで区別すれば、住民教育プログラムの成果を評価できると思われる。

(5) 検査室診断

　一般的にハンセン病コントロールにとって、スキンスメアーは必須の検査法である。しか

し、ミャンマーでは医療施設へのアクセスの悪さや簡単な検査器具を揃えることができなかっ

たり、スタッフが不足していたりなど種々の理由で、スキンスメアーは後述するヤンゴンとマ

ンダレーの２カ所にある特殊皮膚科外来（総合病院皮膚科に所属）で行っているだけである。

診断をし、治療経過を観察するうえで必須の検査項目にもかかわらず、全国にいる患者のごく

一部にしか実施されていない。スキンスメアーは十分指導を受ければ難しい手技ではない。ヘ

ルスセンターに消毒されたカッターとスライドガラスがあって、タウンシップ病院に顕微鏡と

染色器具があり、染色技術の指導を受けた検査技師がいれば可能である。すべての患者でハン

セン菌を確認できるわけではないが、スキンスメアーの技術を広く安全に普及させることは、

ミャンマーの患者データを飛躍的に信頼度の高いものにすることができる。ヘルスワーカーに

はスライド採取の訓練とタウンシップ病院の医師や検査技師には染色法の指導をトレーニング

コースのカリキュラムのなかに組み入れればよい。また、現地の技師たちによる指導のほか

に、日本からの技術移転を考えている分野である。タウンシップ病院の検査室には、顕微鏡が

ないところや単眼の古い顕微鏡があるだけのところが多く、本プロジェクトで供与したい機材

のひとつである。

(6) Vertical Staffのトレーニングコース

　Vertical Staffのトレーニングとは、ハンセン病の専門官とディストリクトレベルやタウン

シップレベルの医療行政スタッフの再教育を意味している。テクニカルな部分だけでなく、ハ

ンセン病コントロールプログラムの目的達成のためにプログラム全体をマネジメントしていく

必要性がある。今何が問題で、どうすれば問題が解決できるか考え、対策を立てて実行する能

力を養成したいという趣旨である。一般的な能力開発研修ではなく、プロジェクト・サイトに

おいて具体的な問題点の把握、対策立案、実施をサポートする。この際データ分析は必須であ
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り、可能な限り正確なデータベースが蓄積されていなければならない。中堅技術者養成のス

キームで行うか、特別に専門家研修コースをつくって実施するか、とにかくBHSスタッフ、

特に助産婦を対象にしたトレーニングコースとは区別して考えている。

(7) 予防とリハビリテーション

　予防は、障害の予防（Preventiopn of Disability: POD）と障害悪化の予防（Prevention of

Worsening Disability: POWD）を含んでいる。また、リハビリテーションはすべてのレベル

のリハビリテーションを含んでいて段階に応じて考慮すべきである。足底潰瘍、皮膚疾患、眼

科疾患の多くは日常生活の患者教育を通して予防できる疾患であり、ヘルスワーカーの仕事で

ある。廉価で、機能的なサンダルの斡旋もヘルスワーカーの人たちにお願いしたい。また、程

度の軽い足底潰瘍はタウンシップ病院で治療できるし、障害に対する再建手術もタウンシップ

病院で実施可能なものを整理し、一般の外科医に研修を受けてもらい現地で再建手術を行う。

わざわざ国立ハンセン病病院まで転院しなくて済むようにしなければならない。術後のリハビ

リテーションも同様である。タウンシップ病院の医師や看護婦、技師への研修は国立ハンセン

病病院が担当する。現在未定だが、プロジェクト・サイトのタウンシップ数は48であり、外

科、内科、看護婦、技師と分けて実施しても十分な研修期間が設定できると思われる。だた、

問題なのはタウンシップ病院の医師の数が２名程度であり、研修を受ける時間を日常業務のな

かで都合をつけることができるかどうか危惧される。可能なら、すべてのタウンシップ病院の

スタッフが何らかの形でトレーニングコースに参加してもらいたいが、どうしても駄目な時は

拠点病院として指定させ、研修義務を課してでも参加してもらうようにしたい。ハンセン病の

レファラルシステムはこういった一般病院を巻き込む方式で実施しなければ実現しない。

(8) 教材作製、その他

　このプロジェクトの中核をなすものは、トレーニングコースの実施によってハンセン病関連

の医療スタッフに再教育を行うことである。したがって教材作製は最も重要な仕事のひとつで

ある。全国で使っている教材やパンフレットが現在でもあるが、患者の写真部分や絵の部分が

きわめて貧弱である。患者診断、治療、リハビリテーションなどの項目について、簡潔に書か

れた教材が必要であり、ハンセン病を疑ってその教材を読めば対処法がわかる程度のものを提

供すべきである。また、教材用ビデオテープは英語のものはあるが、実際に助産婦のトレーニ

ングに使えるようなミャンマー語のものがない。

　ビラやパンフレット、ポスター類は各NGOが援助して作ったものがあり、新規に作る必要

があるかどうか検討する。

　Vertical Staffやタウンシップ病院の医師、看護婦を対象にしたハンセン病専門家研修に使



－48－

うものは、やや内容の専門的な教材が必要である。教科書に相当するような教材は当面、現在

使われているものを採用するしかないが、プロジェクト経過中に改善していけばよいと考えて

いる。

(9) 国立ハンセン病病院（Yenanthar Leprosy Hospital：イエナタハンセン病病院）

　ハンセン病コントロール中核施設として位置づけられている唯一の国立病院である。300

床、医師４名。病棟は10あり、患者の状態で使い分けている。長期患者病棟と呼ばれているの

は５病棟あって、ほぼハンセン病患者専用病棟になっていた。

　検査室はあるが検査技師がおらず、機材がなくて機能していない。一般検査は必要な場合、

マンダレー総合病院のほうに依頼するという有様だった。リハビリテーションについても基本

的な機材がなく、十分なリハビリテーション施設になり得ていないように思われた。30～50人

程度の研修室があり、設備は不十分だが研修機能は果たせそうだった。研修生用宿舎はないよ

うだった。この病院がこのハンセン病コントロールの中核として指導的立場で機能するために

はどうしたらよいのか。今回の事前調査で概略が示されると思われる。

(10) 特殊皮膚科外来（ヤンゴン、マンダレー）

　ヤンゴンとマンダレーにある総合病院の皮膚科に所属し、ほぼ同市のハンセン病患者の外来

業務を担っているのが特殊皮膚科外来（Central Special Skin Clinic in Yangon、Special Skin

Clinic in Mandalay）である。ハンセン病診断、MDT治療、外来で可能な合併症治療、フォ

ローアップなどを行っている。重症の患者は総合病院の入院施設を利用して治療している。ヤ

ンゴンの特殊皮膚科外来は外来施設のほか、研修用教室や検査室をもっている。研修用教室は

トレーニングコース用に使われているし、検査室はスキンスメアーを上手に染色していた。こ

れら施設はハンセン病レファラルシステムの頂点にあって、日常診療のほか教育訓練機能を果

たし、BHSスタッフの指導的立場になければならないので、相応なサポートが必要であると

思われる。

(11) 結核、麻疹、その他の疾病コントロール

　1998年10月に実施された感染症基礎調査の際は結核、麻疹といった具体的な要請はなかった

が、1999年に届いたミャンマーからの要請書に初めて記載された。「ハンセン病コントロール

を中心にプログラムを組むが、他疾患についてはこのプログラムで共有できるトレーニング

コースのみで協力する。結核や麻疹はそれぞれ独立したコントロールプログラムであり、それ

ぞれの目的を達成するのに独立して協力することは日本側に限界がある。」とミャンマー側に

繰り返し説明してきた。このことは、本プロジェクトの最も重要な争点だった。結核、麻疹の
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コントロールプログラムのなかで、トレーニングコースと共有できない部分についてはミャン

マー政府の責任で実行しなければならない。今回の事前調査でこのことが確認された。

　結核の場合、1994年からコントロール活動が始まり、1996年からやっと国家プログラム

（National Tuberculosis Control Programme）になったばかりである。エイズの問題とも絡

んだミャンマーの保健問題のなかで最重要課題のひとつである。基本はWHOプログラムを忠

実に実行しようとしており、結核菌排菌者の診断とDOTSが中核をなしている。肺結核の疑診

患者をタウンシップ病院レベルの病院で診断し、排菌の有無を確認してから、患者を村に戻

し、ヘルスセンターでDOTSを行う。排菌者を完全に治療して伝播を止めようというプログラ

ムである。また、エイズはタイの国境あたりから進入し始めており、ミャンマー保健省が大変

憂慮する事態になってきている。その対応策のひとつとしても結核のコントロールは重要であ

る。

　また、全世界で進められている小児麻痺根絶計画がPAHOとWPROで目途がつき、他の地域

でも確実に進んでいることを反映して、ポリオ根絶活動で強化したネットワークを使って、麻

疹を次のコントロール（eradicationを視野に入れた）ターゲットにしようとしている。

WPROの構成メンバーである中国、ヴィエトナム、タイ、ラオスなどで活動が開始されよう

としている。このきわめて伝染力の強いウイルス疾患は、一国のコントロール活動だけで対応

できず、やはり地球規模の協力と協調が必要である。日本でさえ流行を完全に抑えきれておら

ず、ミャンマーに対してどのような支援活動が可能か不明だが、麻疹制圧キャンペーンに協力

するというより、定期接種活動の底上げにハンセン病コントロールトレーニングコースを利用

してもらうようにしたい。本来、ワクチン接種拡大計画（Expanded Programme on Immuni-

zation: EPI）のなかに組み込まれていた麻疹コントロールであるから、定期接種強化という

ことになれば他のワクチン接種活動にも協力しなければならなくなる。実際問題として、コー

ルドチェーン整備の問題、麻疹流行の確認に血清診断をしなければならないこと、ワクチン力

価の問題などが山積しており、ハンセン病コントロールと一緒に実施する難しさがある。ト

レーニングコースでワクチン接種の実施方法を丁寧に教えても、実際に接種を行うインフラが

整っていなければ成果があがらない可能性があるからである。また、WHO、UNICEFがすで

に麻疹キャンペーンを始めており、日本側が何をするのか調整する必要がある。特に他の疾病

コントロールに協力する場合は、WHO、UNDP、UNICEFや他のNGOsとの関係調節がきわ

めて重要で、いたずらな混乱を避ける必要がある。結核、麻疹についてはミャンマーから要請

書が提出されて初めて具体化された疾患名だったので、本格的な調査活動はまだ不十分であ

り、次回の短期調査で具体的な協力内容が絞られるはずである。
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　ハンセン病コントロールを実施している部署は、Disease Control Division (Director Dr. Soe

Aung)である。1993年に示された国家保健計画のなかで、疾病コントロールのターゲットとして16

疾患があげられており、それぞれに専門官Deputy Directorがいて、担当した疾病コントロールプ

ログラムの責任を負っている。Control of Diarrhea Disease、Vector Borne Disease Control、

EPI、Leprosy Control、Trachoma Control and Prevention of Blindness、AIDS Controlの６疾

患とProject Managementを含めた７部署に専属のDeputy Directorが配置され、他の10疾患につ

いては、大学や病院の教授クラスが責任者に選任されて、Deputy Directorを兼務している。ハン

セン病コントロールのDeputy DirectorはDr. Kyaw Nyunt Seinで、1997年までBago管区のハン

セン病コントロールの責任者（Regional Leprosy Officer: RLO）だった人である。本プロジェク

トはこのハンセン病コントロールを管轄する部署を直接の窓口として活動することになる。しか

し、実際にトレーニングコースを企画する場合、施設の利用や研修生の募集に当たって、ヘルス

センターを管轄しているPublic Health Division (Director Dr. Hla Pe)とタウンシップ病院、国立

ハンセン病病院のスタッフや施設を管轄しているMedical Care Divisionの協力がなければ順調に

計画を進めることができない。したがって、この２部署も間接的なプロジェクト関連機関といえ

る。結核、麻疹のコントロールに関連する内容は、Disease Control Division (Director Dr. Soe

Aung)が管轄しているため、十分な了解がとれており問題はない。

10－２　プロジェクトの組織および関係機関との組織関連

　本プロジェクトの組織は、最終的には短期調査のなかで決定されると思うが、現在考えられる

可能性を以下に概説する。

　プロジェクト・サイトは、マグウェイ管区全域、サガイン管区南部とマンダレー管区の国立ハ

ンセン病病院に隣接する３タウンシップ、合計48タウンシップになる予定である。首都ヤンゴン

市から遠く、通信手段が乏しいためサイト内に直接プロジェクトオフィスを設置することは難し

かったが、今回の事前調査のなかで、保健局からヤンゴン市とマンダレー市の２カ所にプロジェ

クトオフィスを提供する用意がある旨提案があった。したがって、２カ所のオフィスを前提に、

以下のような関係図を考えている。
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を呼び込むか、WHOやUNICEFなどの国際機関が提案するプログラムを実施することで、活

動経費を援助団体に依存しているのが現状である。ハンセン病コントロールの場合も年末に開

かれるドナー会議を経て、活動予算が援助され、全国の必要な地域にミャンマー政府から分配

される仕組みである。したがって、日本が入るプロジェクト・サイトには外部援助団体から集

められた資金が分配されない可能性があり、事前にローカルコスト負担についてはプロジェク

ト・サイトの地方政府関係者に十分説明されていなければならない。また、現地政府側に過剰

な負担を強いるような活動は慎まなければならない。

　現在判明しているミャンマー側負担については、プロジェクトオフィスの提供、日本側が供

与する機材についての維持費その他、トレーニングコースにかかる経費や教材、宣伝活動経費

の一部負担などである。

(2) プロジェクト実施予算推計額

　概算を以下に示す。

表10-1

(3) プロジェクト年間運営予算推計額（事業費、管理費、資機材購入費等）

　現時点では計算できない。

(4) 予算措置の展望

　ミャンマー政府は、次の経費を負担するために必要な措置をとる旨を表明し、議事録に記載

した。

①　機材のミャンマー国内における輸送、据え付け、操作および維持に必要な経費

国立ハンセン病病院設備、機材改善費 2000 年度～2004 年度 300 万円
ヤンゴン、マンダレー：特殊皮膚科外来設備、機材改善費 2001 年度～2004 年度 2000 万円
中堅技術者養成対策費 2000 年度～2004 年度 500 万円
各レベルトレーニング用経費 2000 年度～2004 年度 2500 万円
トレーニング用教材、宣伝用ビラ、チラシ類製作費 2000 年度～2004 年度 2000 万円
トレーニング用機材 2000 年度～2004 年度 1000 万円
教材用ビデオ製作費(ハンセン病３本、結核１本、EPI １本) 2000 年度 500 万円
顕微鏡など検査室機材費 2000 年度～2004 年度 2500 万円
情報処理関連機材費 2000 年度～2004 年度 1000 万円
バイク、自転車など 2000 年度～2004 年度 5000 万円

計 20000 万円

出張費等の一般業務費は除く
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②　機材のミャンマー国内で課される関税、国内税およびその他の課徴金

③　プロジェクト実施に必要な運営費

10－４　建物、施設等計画

　本プロジェクトが直接施設を建設する予定は、現在ない。しかし、国立ハンセン病病院の施設

や研修施設を改修する可能性は残っている。次回短期調査で検討する。

10－５　カウンターパートの配置計画

　カウンターパートは以下のように配置する。ほぼ以下の３名でプロジェクト全体の対応が可能

である。

表10-2

　地方政府カウンターパートは、プロジェクト・サイトが決定されていないので列記できないが、

州政府疾病対策部のDirectorとハンセン病コントロールの責任者であるRegional Leprosy Officer

(RLO)が担当することになる。

10－６　政府関係機関の支援体制

　本プロジェクトを支援するための構成メンバーを議事録に記載し、ミャンマー側の確認をとっ

た。

レベル 役　　　　　職 経験年数 員数 備　　考

Medical Officer
Director General

Department of Health
20 年以上 １ Dr. Wann Muang

Medical Officer
Director

Disease Control, DOH
20 年以上 １ Dr.Soe Aung

Medical Officer
Deputy Director

Leprosy Control, DOH
15 年以上 １ Dr. Kyaw Nyunt Sein



－55－

＜プロジェクト支援委員会（ミャンマー側）＞

Chairperson Director General, Department of Health

Members Director of International Health Division, Ministry of Health

Director of Disease Control

Director of Public Health

Director of Medical Care

Deputy Director of Leprosy Control

　したがって、政府機関との関係は前述したように、保健省、保健局（疾病対策部－ハンセン病

対策、公衆衛生部、医療部）、プロジェクト・サイトの地方政府疾病対策部－ハンセン病対策が

政府側の支援組織となる。

　ヘルスセンター、タウンシップ病院、国立ハンセン病病院、総合病院（ヤンゴン、マンダレー）

特殊皮膚科外来はこれらの政府機関に所属しており、調整可能である。
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1111111111．プロジェクト協力の基本計画．プロジェクト協力の基本計画．プロジェクト協力の基本計画．プロジェクト協力の基本計画．プロジェクト協力の基本計画

11－１　協力の方針

　前述したように、ミャンマーのハンセン病コントロールプログラムに協力することがこのプロ

ジェクトの目的である。この疾患は長い歴史のなかで、顔、手足に著しい変形を生じるうえ、治

療できない危険な伝染病として社会に定着した。病気そのものが社会差別の対象とされ、患者や

家族がその地域社会から排除された。多くは家族の庇護からも離れ、善意の慈善団体に保護され

るか、同類の患者同士で貧しい共同生活をするか、死ぬまで乞食をするしかなかった。現在、

WHOが主導して実施している世界戦略は、できるだけ早期に患者を発見し、MDTを使って病気の

進行を止めると同時に、患者からの排菌を止め感染ルートを遮断して、長く人類を苦しめてきた

ハンセン病を世界規模で制圧しようというものである。WHOの世界戦略は、新患の発見とMDTを

施すことで公衆衛生上の問題としてハンセン病を制圧することが目的であるが、実際はハンセン

病の進行が原因で著しい障害をもつ患者がなお多く存在し、リハビリテーションの必要性が叫ば

れている。

　本プロジェクトはWHOの世界戦略に沿いながら、現存の障害をもつ患者にも医療サービスが届

けられるように配慮したプロジェクトである。

(1) トレーニングコース

　ハンセン病患者を早期に発見し、予防と治療を行い、簡単な日常生活の注意事項を患者に指

導する能力をヘルスワーカー（特に助産婦）に指導する。

１）ヘルスセンターレベルの一次医療で対応できないときは、最寄りのタウンシップ病院に患

者を紹介して治療を施すことができるようにする。そのためには、一般診療で忙しい医師や

看護婦、その他医療スタッフにもハンセン病対策に対する医療技術を身につけてもらう必要

がある。

２）さらに、重症な患者や種々の解決できない問題を抱える患者は、国立ハンセン病病院に紹

介して、対応してもらうようにする。

３）上述のハンセン病レファラルシステムを完結させていく過程は、各レベルで実施するト

レーニングコースで行う。タウンシップ病院のスタッフに対しては国立ハンセン病病院の研

修センターで実施する。

　ヘルスワーカーは最寄りのタウンシップ病院やヘルスセンターの施設を利用して、トレー

ニングコースを実施する。

４）これらのトレーニングコースに合わせて、結核やEPI活動についてのトレーニングを実施

する。
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(2) 国立ハンセン病病院、総合病院特殊皮膚科外来（ヤンゴン、マンダレー）

１）それぞれがハンセン病コントロールのトップレファラルであるため、患者に十分な医療

サービスが提供できるように機能向上を図る。ハンセン病医療における技術移転は、機材の

供与を含めてこれらに対して行う。

(3) その他

①患者報告制度の整備

②トレーニングコース用教材作製

③教材用ビデオテープの作製

④検査室診断の向上（顕微鏡、染色法の技術指導）

⑤患者補助具作製のための機材供与と技術移転

⑥住民教育用パンフレット、ビラ、チラシ、ポスター等の作製

⑦ヘルスセンタースタッフの活動支援に関する機材等の供与

11－２　協力の範囲および内容

　年次計画はおおよそ以下のとおりである。
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表11－１

　本プロジェクトの対象は上表に示す４つのグループに分けられる。ハンセン病専門官は中央、

地方政府行政官を含んでいる。国立ハンセン病病院と特殊皮膚科外来は直接の技術協力が必要で

あるが、ヘルスワーカー、医師、看護婦、検査技師、補助具技師、ハンセン病専門官に対しては、

それぞれが課せられた役割が異なるため、各々別途にトレーニングコースが組まれていなければ

ならない。すべて研修コースで対応する。それぞれに研修用教材や研修内容が違うため、日本側

も長期、短期専門家を編成して対処するし、現地からも適任の専門家をリクルートする予定であ

る。おおよそ軌道に乗せるのに１年間程度は必要であろう。また、アクセスのきわめて悪い地域

が含まれており、そういう場所でのトレーニングコース開催には特別の配慮が必要である。初年

度は遠隔地をあらかじめ選択し、現地の事情にあった実施プログラムをつくる予定である。

ヘルスワーカー
トレーニング

タウンシップ病院
医師、看護婦、技師
トレーニング

国立ハンセン病病院
CSSC、SSC
整備計画

ハンセン病
専門官

Vertical Staff
初年次

研修コース準備
カリキュラム準備
教材作製
(結核、麻疹を含む)
研修実施
遠隔地研修計画作成

研修コース準備
カリキュラム準備
教材作製
短期専門家派遣
研修実施

改善計画作成
機材リスト作成
皮膚科
眼科
形成外科
理学療法
その他短期専門家派遣

マネジメント研修準備
患者報告制度整備
マネジメント研修
（中堅技術者研修に
　組み込む）

２年次
研修実施
遠隔地研修実施

研修実施 長期専門家、短期専門家
技術移転継続

マネジメント研修
（中堅技術者研修に
　組み込む）

３年次
研修実施
遠隔地研修実施

研修実施 長期専門家、短期専門家
技術移転継続

マネジメント研修
（中堅技術者研修に
　組み込む）

４年次
研修実施
遠隔地研修実施

研修実施 長期専門家、短期専門家
技術移転継続

マネジメント研修
（中堅技術者研修に
　組み込む）

５年次
研修実施
遠隔地研修実施

研修実施 長期専門家、短期専門家
技術移転継続

マネジメント研修
（中堅技術者研修に
　組み込む）
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11－４　研修員受入れ計画

　プロジェクト開始初年度から管理部門、疾病コントロール、ハンセン病専門官に分けて毎年３

名ずつ日本または第三国研修に参加させる予定である。

表11-3

11－５　資機材供与計画

　機材の一つ一つについて現地状況を考慮して十分に検討されていないが、概略以下のような要

望がある。

　個別に、数、配置場所、メンテナンス等について次回短期調査で検討する。

分野　　　　　年次 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次
保健衛生管理部門
疾病コントロール １ １ １ １ １
ハンセン病専門官 ２ ２ ２ ２ ２

計 ３ ３ ３ ３ ３

国立ハンセン病病院 手術用機材
リハビリテーション用機材
トレーニングコース用機材
検査用機材
コンピュータ

ヤンゴン／マンダレー
特殊皮膚科外来

リハビリテーション用機材
検査用機材
トレーニングコース用機材
コンピュータ

タウンシップ病院 顕微鏡その他検査用機材、輪転機
ヘルスセンター 自転車、バイク

その他診療用機材
政府／地方政府 コンピュータ（Zone level以上）
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1 21 21 21 21 2 ．相手国側との協議結果．相手国側との協議結果．相手国側との協議結果．相手国側との協議結果．相手国側との協議結果

(1) PCMワークショップおよびプロジェクト計画の概要について

　保健省および地方でハンセン病対策にかかわる人員を集め、プロジェクトの内容を計画する

ためのPCMワークショップを通算約３日間にわたり開催し、参加者分析・問題分析・目的分

析・代替分析を経てPDMの作成を行った。参加者は、日本側が調査団６名・ミャンマー事務

所１名、ミャンマー側が末端で保健サービスを担う助産婦（Midwife）等の代表者を含む13名

の計20名であり、関係者の意見を幅広く取り込むことができ、活発な議論が行われた。問題分

析はハンセン病を主体として進めたが、目的分析によりハンセン病患者の発見、治療およびリ

ハビリテーションの３つの分野での課題が主として確認された。代替分析を経て、活動を「人

員の研修」、成果を「人員の実施能力の向上」、プロジェクト目標を「ハンセン病対策等の効

果的な実施」とし、「研修実施→能力向上→対策実施の改善」と段階的に整理することによ

り、プロジェクトの計画を明確化することができた。ワークショップ最終日にプロジェクトの

要約（上位目標・プロジェクト目標、成果、活動）を固めた後、先方関係者との協議を行って

プロジェクトの内容についての調整を行い、以下のようにプロジェクトの概要をまとめた。

〈上位目標〉

・プロジェクト・サイトにおいてハンセン病制圧が達成・維持され、リハビリテーションが

改善される。

・ミャンマーの他の地域でハンセン病対策のシステムが改善される。

〈プロジェクト目標〉

　ハンセン病対策プログラムが効果的に実施され、結核・麻疹等の疾病対策プログラムも

改善される。

〈成果〉

①各レベルの人員（ハンセン病専門対策員、国立ハンセン病病院医療従事者、ヤンゴンおよ

びマンダレーの総合病院特殊皮膚科外来医療従事者、タウンシップ病院医療従事者、基礎

保健サービス従事者）の患者発見の実施能力が向上する。

②各レベルの人員の治療の実施能力が向上する。

③各レベルの人員の障害予防・リハビリテーションの実施能力が向上する。

④基礎保健サービスに従事する人員の結核・麻疹のようなハンセン病以外の疾病対策の実施

能力が向上する。

⑤中堅人員層のハンセン病対策プログラムの運営能力が向上する。
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〈活動〉

・上記成果①～③に対応する研修の計画・実施

・①～③の研修の機会を利用した成果④に対応する研修の計画・実施

・成果⑤に対応する研修の計画・実施

・計画・モニタリング等のプロジェクト運営活動の実施

　懸案となっていたハンセン病以外の疾病対策、特に結核と麻疹については、PCMワーク

ショップによって行われた保健省幹部との協議の結果、基礎保健サービスに従事する医療従事

者に対しハンセン病対策の研修を行う際に、結核と麻疹を取り入れる等の手法を用いることに

より、基礎保健サービスレベルの向上をめざすことで合意した。ミャンマー側との最終協議の

場では、さらに投入・指標・指標入手手段・外部条件を議論したうえでPDM草案を完成さ

せ、ミニッツに添付した。なお、後述するプロジェクト・サイトの選定も含め、今後のプロ

ジェクト詳細計画の議論のたたき台として今回のPDMを作成したことを先方に確認した。

(2) プロジェクト・サイトの選定について

　先方から要請されていた３管区48タウンシップのプロジェクト・サイトについては、今回の

調査で右サイトにおける専門家のアクセス・連絡基盤等の状況を把握することができないた

め、選定・確約することは避け、短期調査員派遣時に要請サイトの研修実施場所の有無や専門

家のアクセス等を調査し選定したうえで、最終的に実施協議調査団で確定することとした。

(3) 先方の実施体制および実施にあたっての措置について

　本プロジェクトでは、ハンセン病を主体とした疾病対策の強化を主眼としつつも、結核・麻

疹等、他の感染症も扱うためハンセン病対策責任者（Deputy Director, Leprosy）のみならず

全体の疾病対策の責任者（Director, Diseases Control）を巻き込み、さらに地方の病院・基

礎保健サービスの人員の研修実施により全体としての底上げを図ることを目玉としているため

病院等施設を管理する責任者（Director, Medical Care）、基礎保健サービスを管理する責任

者（Director, Public Health）を巻き込む必要がある。そこで、疾病対策の責任者（Director,

Diseases Control）をプロジェクト実施上の責任者（Project Manager）とし、右に揚げた

Directorを所轄する最終責任者の保健局の局長（Director General, Department of Health）

をトップの責任者（Project Director）として据えることとした。

　また、今回は相手国のとるべき措置を討議議事録（R/D）に準拠した形で提示して先方の理

解を得ることとし、あわせて日本側の措置としてプロジェクト方式技術協力の３要素に加えて

中堅技術者養成対策事業、プロジェクト基盤整備事業についても説明し、ミニッツに盛り込ん
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だ。また、専門家執務場所の提供については、ヤンゴンとマンダレーの２カ所を提供する用意

がある旨先方から発言があった。先方のとるべき措置のなかで、日本人専門家の内国移動手段

および日当の確保、日本人専門家の住居の提供について難色が示されたため、最近ミャンマー

で結ばれたR/D（灌漑技術センター・フェーズ２）に準拠して、日本人専門家の住居の提供の

み「assistする」文言を付した。

(4) 短期調査員の派遣について

　短期調査員については、現時点で考えられる調査員の派遣分野を先方に示しミニッツに記載

することにより、受入手続きが円滑に進むようにした。派遣時期については、先方から９～10

月は国際会議やハンセン病制圧キャンペーン（Leprosy Elimination Campaign: LECと呼ば

れる）の実施などで多忙となるため、それ以降の派遣にしてほしい旨の打診があった。国内で

の人選等に要する期間もあることから、大筋10月中旬以降の派遣とすることを口頭で伝え、今

後調整していくこととした。
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ページをこの３疾患に割き、細かい計画を立てて対応しようとしている。

　ミャンマーのように後発開発途上国に分類される国では、莫大な資金を必要とする病院のネッ

トワークは存在せず、農村地帯に生活する多くの人々は近くにあるヘルスセンターを利用するし

かない。上表に記載された多くの疾病プログラムも結局は、このヘルスセンターのスタッフが患

者診察、治療、フォローアップ、コントロールプログラムの実施などそのほとんどを担わされて

いる。各プログラムはこれら基礎保健サービスシステム（Basic Health Service System）に統合

されなければ、実際に対策を進めていくことができない。つまり、莫大な数の疾病プログラムを

村のへルスセンターやサブへルスセンターに勤めるヘルスワーカーが担わなければならない。タ

イやインドネシアの医療事情のように、この基礎保健サービスシステムが今まで担ってきた機能

の多くを、急速に充実してきた病院のネットワーク（レファラルシステム）へ移していくことが

できるようになるまで、ミャンマーの医療は既存の地域病院と密接に連携をとったヘルスワーカー

の活躍に期待するしかない。

　個々のプログラムを推進していくためには、たとえば、パンフレット、教材などの製作、配布、

教育活動、セミナーやトレーニングコースなどの情報伝達手段を通じて、常に最も新しい情報を

ヘルスワーカーの人たちに提供する必要がある。それによって、ミャンマー政府が今彼らに何を

期待し、彼らが今何をしなければならないかをできる限り簡潔に伝えていくことができれば、彼

らの仕事の効率を高め、結果として彼らと地域住民との信頼関係を維持していくことに役立つも

のと思う。この信頼関係が、ハンセン病コントロール活動にとってもきわめて重要な役割を果た

す。ハンセン病のような著しく社会的差別の強い疾病コントロールでは、患者と接触する初期の

段階で厚い信頼関係がある人や地域の医療関係者を介してしか、治療やリハビリテーションに対

する適切なアドバイスを行い得ないからである。

　本プロジェクトは、WHOの基本的活動指針を守りながら、ミャンマーの末端で一次医療を担当

するBHSスタッフに、いくつかの疾病コントロールと組み合わせたハンセン病トレーニングコー

スを実施する。その内容は、彼らに何をやってもらいたいのかがわかる具体的なものでなければ

ならないし、患者や地域住民のニーズに応えたものでなければならない。さらに、重要なことは

ハンセン病に罹患した患者に対する対応である。つまり、ハンセン病患者に対する医療のレファ

ラルシステムであり、リハビリテーションである。発見された患者の症状に従って適切な医療サー

ビスが施されるためには、各レベルの医療機関に正しい情報が届けられる必要がある。基礎保健

サービスの上位組織であるタウンシップ病院、国立ハンセン病病院、特殊皮膚科外来（ヤンゴン、

マンダレー）は、日本からの専門技術移転が最も必要な医療機関であり、リハビリテーションや

検査室診断技術の導入を行い得る。
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1 41 41 41 41 4 ．協力実施にあたっての留意事項．協力実施にあたっての留意事項．協力実施にあたっての留意事項．協力実施にあたっての留意事項．協力実施にあたっての留意事項

(1) 現在最も重要な懸案は、プロジェクト・サイトとプロジェクトオフィスの問題である。ミャ

ンマー側が希望しているプロジェクト・サイトは、マグウェイ管区、サガイン管区南部、マン

ダレー管区の国立ハンセン病病院に連接する３タウンシップ、合計48タウンシップである。詳

しい現地調査ができていない現段階では専門家の宿泊施設や通信手段などについて、正確な判

断ができない。状況によっては、タウンシップの数を縮小する可能性もある。

　また、プロジェクト・サイトの中心となるマグウェイ管区にプロジェクトオフィスを設置す

ることができないため、マンダレー市に置くことになる可能性が高いが、他州の世話をマンダ

レー市のスタッフに依存することになり、業務上煩雑な問題を抱えることになるだろう。強力

な調整が必要である。

(2) 国際援助機関やNGOsとの関係

　ハンセン病における国際協力は多くの援助団体が絡んでいる。それぞれのNGOに地域割り

して分担させ、活動のすべてを任せてしまっている国もあるくらいで、実績のあるNGOsもあ

る。American Leprosy Mission (ALM)やSasakawa Memorial Health Foundation (SMHF)

はミャンマーの保健分野に大きな影響力をもっている。実際問題として、ALMはMon州にあ

るハンセン病病院の中心的支援組織であり、MDTの薬の供給はSMHFの支援なくては続けら

れない状態である。また、UNICEFをはじめとする国際機関が多くの保健プログラムを動か

しているが、そのほとんどはミャンマーの保健事情から、基礎保健サービスシステムを活用し

活性化させる方法をとっている。これらいずれの組織においても本プロジェクト活動と重なり

合う共通部分をもっていて、個々に調整が必要である。



附　属　資　料附　属　資　料附　属　資　料附　属　資　料附　属　資　料

①　協議議事録（ミニッツ）

②　プロジェクトの要請内容

③　ハンセン病対策資料（ミャンマー保健省）
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